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ク
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～心の中にきらめいて
        いつまでもわすれない～
～心の中にきらめいて
        いつまでもわすれない～



　

二
宮
正
光
前
副
町
長
の
退
任
に

よ
り
、
前
役
場
総
務
課
長
加
藤
健

二
氏
が
、
３
月
に
開
催
さ
れ
た
町

議
会
定
例
会
で
議
会
の
同
意
を
得

て
、
４
月
１
日
副
町
長
に
就
任
し

ま
し
た
。

　

二
宮
正
光
氏
は
、
平
成
12
年
2

月
か
ら
収
入
役
、
ま
た
平
成
19
年

1
月
か
ら
副
町
長
と
し
て
、
10
年

以
上
に
渡
っ
て
、
町
長
の
右
腕
と

し
て
町
政
発
展
の
た
め
ご
尽
力
さ

れ
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

就
任
に
あ
た
り

　

二
宮
前
副
町
長
の
退
任
の
あ
と

を
受
け
、
こ
の
た
び
副
町
長
に
就

任
い
た
し
ま
し
た
。

　

聖
籠
町
職
員
と
し
て
36
年
間

仕
事
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

が
、
今
後
は
、
副
町
長
と
し
て
渡

邊
町
長
を
補
佐
し
、
町
の
発
展
の

た
め
精
一
杯
が
ん
ば
り
ま
す
の
で

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

ご
承
知
の
と
お
り
、
聖
籠
町
は

平
成
の
大
合
併
で
は
合
併
を
選
択

せ
ず
独
立
を
選
択
し
ま
し
た
。
今

後
も
、
健
全
で
安
定
し
た
財
政
力

に
守
ら
れ
、
合
併
を
し
な
い
町
と

し
て
歩
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
し
か

し
、
時
代
の
移
り
変
わ
り
の
早
い

な
か
に
あ
っ
て
、
地
方
分
権
の
進

展
、
地
方
自
治
制
度
の
改
革
等
町

が
取
り
組
む
べ
き
課
題
が
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
が
、
若
者
か
ら
お
年

寄
り
に
い
た
る
ま
で
町
民
の
皆
さ

ん
が
よ
り
明
る
く
活
気
が
み
な
ぎ

る
町
と
な
る
よ
う
町
づ
く
り
に
邁

進
し
て
ま
い
り
ま
す
。　

副
町
長
に

加
藤
健
二
氏
就
任

　

５
月
６
日
（
木
）
か
ら
、
上
下
水
道
課
は
上
水
道
管
理
棟
へ
移
転
し
ま
す
。

　

移
転
以
降
、
下
記
の
業
務
に
関
す
る
ご
相
談
・
お
問
い
合
わ
せ
等
は
、
左
記
の

窓
口
に
て
承
り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

○
移
転
す
る
業
務

・
水
道
に
関
す
る
こ
と
（
水
道
料
金
・
各
種
申
請
・
工
事
の
相
談
等
）

・
下
水
道
に
関
す
る
こ
と

　
（
下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
金
・
各
種
申
請
・
工
事
の
相
談
等
）

○
移
転
先　
　

上
水
道
管
理
棟
（
蓮
野
１
３
６
７
番
地
３
）

○
電
話
番
号　

２
７
―
５
１
４
１
（
５
月
６
日
以
降
）

　

 

役
場
上
下
水
道
課
（
内
線
３
４
４　

※
移
転
す
る
ま
で
）

上下水道課

国
道
７
号 

バ
イ
パ
ス

役場 結い
ハート

広域消防
聖籠分署

交番

やまぐち
酒 店 上水道

管理棟

日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

副町長
加藤  健二
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vol.11
通　信

≪床下に白アリがいると言われて…≫

　役場総務課
消費生活相談窓口
（相談員　見田好子）
２７－１９５８（直通）

知らないと　損・そん知らないと　損・そん
予備知識はわたしたちを悪質商法から守ってくれます。

≪床下に白アリがいると言われて…≫

日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

消 費 生 活消 費 生 活

【事例】　白アリ駆除業者が「無料点検します」と言って訪ねて来たので見ても
　　　らうことにした。業者は床下にもぐり「白アリがいた」と言って虫を見
　　　せて駆除契約を勧めた。すぐに返事が出来ないので断ったが「遠くから
　　　来ているし、今契約するなら薬剤も安くする。早く駆除したほうがよい」
　　　と契約を急がされた。不安になって契約したが、解約したい。

　「無料点検します」、「白アリが見つかりました」、「今なら安くします」などと
勧誘し、白アリ駆除サービスのほかに床下換気扇や乾燥剤、防湿剤、防虫ネット
などの契約を次々とさせたり、不必要に大量の契約をさせる業者もあります。
　上の相談のように、業者に白アリがいたといわれてもすぐに
契約せず、家族や周りの人と相談してからにしましょう。
もし契約した場合、８日以内であれば、たとえ薬剤を散布した
後でもクーリング・オフで無条件解除できます。

【問い】
　７年間住んだアパートの退去に伴い修理代を請求
された。「ハウスクリーニング、壁紙の張替え、畳
の裏返し、ふすまや障子の張替え、鍵の交換、水道
点検、エアコンの内部掃除などで34万円の修理代
がかかり、敷金で相殺しても、さらに11万円払っ
てほしい」という。高額で納得できない。

【回答】
　賃貸住宅の退去時には原状回復義務があります
が、７年間借りた場合は７年経過した状態で返せば
良いことになっています。また故意や過失による汚
損や破損は、賃貸人の負担となりますが、通常の使
用方法による損耗や退色はこれまでの家賃に含まれ
ていると考えられています。ガイドラインに沿った
清算をしてもらえるように交渉します。ガイドライ
ンの内容は国土交通省のホームページで確認できま
す。わからないときは消費生活相談窓口に相談して
ください。

【問い】
　無料体験広告を見てエステサロンに行った。「今
やらないと大変」、「体の中からも体質改善が必
要」と言われ、痩身エステ１年コースとサプリメン
トの併せて45万円の契約をした。通う度に化粧品や
痩身器具、補正下着等も勧められ、気づいたら総額
194万円にもなっていた。

【回答】
　契約後８日以内であれば、クーリング・オフがで
きます。８日が過ぎた場合でも中途解約ができま
す。また一緒に購入した関連商品も解約できます。
ただし化粧品などの商品を使用した場合、使用した
分についての費用は、負担しなくてはなりません。
事業者が倒産することもありま
すので、長期間契約ではなく、
なるべく短いコースを選びまし
ょう。

「無料」の
エステ体験のはずが…

アパートを退去する時、
高額な修繕費を請求された
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第4次聖籠町総合計画

～まちづくり計画のための町民アンケート調査結果をご報告します～
　

町
で
は
、
「
緑
・
ふ
れ
あ

い
・
夢
づ
く
り
〜
町
民
参
加

で
豊
か
さ
の
実
現
〜
」
を
基

本
理
念
と
し
た
、
ま
ち
づ
く

り
の
指
針
で
あ
る
「
第
３
次

聖
籠
町
総
合
計
画
」
に
よ
り

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま

す
が
、
こ
の
計
画
が
平
成
22

年
度
を
も
っ
て
終
了
す
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
次
の
ま

ち
づ
く
り
の
指
針
と
な
る

「
第
４
次
聖
籠
町
総
合
計

画
」
を
新
し
く
作
り
上
げ
る

た
め
に
検
討
を
し
て
い
ま

す
。

　

そ
の
一
環
と
し
て
、
わ
が

ま
ち
聖
籠
の
ま
ち
づ
く
り
に

つ
い
て
、
町
民
の
皆
さ
ん

へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行

い
、
町
の
現
状
の
評
価
や
ま

ち
づ
く
り
の
方
向
性
な
ど
に

つ
い
て
ご
意
見
を
う
か
が
い

ま
し
た
。

　

以
下
に
、

町
民
ア
ン

ケ
ー
ト
の

調
査
結
果

の
概
要
を

ご
報
告
し

ま
す
。

【町民アンケート調査の概要】
●調査対象　16歳以上の町内在住者のうち
　　　　　　無作為に抽出した2,000人
●調査期間：平成21年10月～11月
●調査方法：郵送
●回 収 数 ：793（回収率　39.7%）

【総合計画とは･･･】
　まちづくりの総合的な計画として、本町において最も
上位に位置づけられるものです。

　この計画は、左図の
３層で構成され、現
在、町の10年後を見す
えた「基本構想」とと
もに、町の5年後を見す
えた前期「基本計画」
についての方向性を町
総合計画審議会の皆さ
んで検討しています。

‐総合計画の構成‐

基本構想：基本理念・将来像

基本計画：施策を体系化した
　　　　　  内容

実施計画：具体的事業

【
回
答
者
の
構
成
】

10歳代
4.5％

男性
43.1％

女性
52.1％

無回答
4.8％

20歳代
10.0％

30歳代
15.9％

40歳代
14.8％50歳代

20.4％

60歳代
17.8％

70歳代以上
15.0％

無回答
1.6％

◆住みやすいですか？

無回答
1.3％

住みやすい
40.6％

どちらかといえば
住みやすい
37.2％

どちらでも
ない11.9％

どちらかといえば
住みにくい
7.3％

住みにくい
1.8％

どちらかといえば
住みやすい
37.2％

（１つ選択）

　　　「住みやすい」「どちらかといえば住みやすい」を合計　
　　すると、８割近くの人が住みやすいと感じています。
一方、「住みにくい」「どちらかといえばすみにくい」と回答し
た方の理由として、「交通の便が悪い」が最も多くなっていま
す。

◆「住みにくい」「どちらかといえば住みにくい」
　とした理由は？
（3つまで選択可）

0％ 10％ 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
72.2%

51.4%
31.9%

29.2%
23.6%

16.7%

8.3%
6.9%
6.9%
1.4%

1.4%
8.3%

交通の便が悪い
買物などの日常生活がしにくい

医療機関が少ない
文化・教育水準が低い

働く場所がない
レジャー・娯楽施設が少ない
自然環境が悪くなっている

住宅事情が悪い
公園・緑地が少ない

下水道処理が不十分である
福祉サービスが不十分

その他

72.2%
51.4%

31.9%

29.2%
23.6%

16.7%

8.3%
6.9%
6.9%
1.4%

1.4%
8.3%
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「思う」「どち
らかといえば思
う」の合計が最も

多かったのは、「１．海
や川、緑など自然が豊か
である」(75.5%)で、次
に、「２．安心して生活
ができる」（66.1%）、
「３．生活環境がよく、
清潔である」（56.5%）
の順となっています。
　一方、「思わない」
「どちらかといえば思わ
ない」の合計が最も多
かったのは、「９．生活
芸術文化が高い」(33.3%)
で次に、「道路や交通の
便がよい」（32 . 4%）
「10.まちに活気がある」
（28.2%）の順となって
います。

◆町のイメージを周辺市町村と比べてどう思いますか？ （１つ選択）

◆町の取組みに満足していますか？ （１つ選択）

　町の取り組みについて、大きく6つの部門に分けて、その満足度を調査しました。
「満足」「どちらかといえば満足」の合計が最も多かったのは、「8.ごみ処理体制」（72.6%）
で、次に「36．市町村合併をしないでいること」(66.0%)、「９．下水道の整備」（61.6%）、

「６．除雪サービス」（56.6%）の順となっていて、町が「平成の大合併」といわれた市町村合併をしない
で、独自のまちづくりを行っていることに対しては、一定の評価を得ているようです。
　一方、「不満」、「どちらかといえば不満」の合計が最も多かったのは、「７．公共輸送機関(バス・鉄道)
などの状況」(46.6%)で、次に「26．小学校・中学校教育の状況」（22.4%）、「４．緑地・公園の整備状況」
（20.0%）の順となっています。

満足　　どちらかといえば満足　　どちらでもない　　どちらかといえば不満　　不満　　わからない　　無回答

【① 都市計画部門】 【② 環境・防災・安全部門】

【③ 保健・福祉・医療部門】 【④ 産業・観光・労働部門】

1.海や川、松林などの
　自然風景・環境

7.公共輸送機関（バス・
　鉄道な）の状況

8.ごみ処理体制

9.下水道の整備

10.公害防止対策

11.産業廃棄物対策

12.交通安全対策

13.防災・消防・救急体制

20.農業の振興対策

22.工業の振興対策

23.商業の振興対策

24.観光の振興対策

21.水産業の振興対策

14.児童福祉対策

15.老人福祉対策

16.心身者・低所得者
　 福祉対策

18.成人・老人保健対策

19.医療体制

17.母子健康保健（妊産婦と
　 乳幼児の保健対策）

13.9 4.2 15.6

30.6

28.6

5.5

6.3 21.8

9.8

17.0

4.9

3.5

4.5

3.8

5.2
16.9 30.0 10.3

5.2 26.5 5.9

10.5 33.4 7.4
3.3 34.7 6.9

13.1 34.2 36.9 6.63.4
1.3

10.0 34.3 39.3 6.94.0
1.9

14.1 32.4 6.6 33.7 4.93.4

34.9 31.3 3.2
1.4
8.2
4.0

32.2 36.2 9.54.94.8
2.6

32.5 8.3 23.3 4.53.2

21.3 36.8 24.2 4.75.5
1.9

33.0 20.6 6.8
4.7

4.5
1.8

42.0 15.3
3.2
1.6
3.3
4.0

24.6 22.1 24.5 3.7
5.4

6.7

6.1

10.0

13.0

17.0

13.4

7.6

14.2

7.7

8.6 26.0 31.5 10.1
7.6
11.3

4.9

26.4 30.9 6.2
4.4 19.9 4.5

28.6 22.6 24.8 5.42.9
1.4

18.5 29.3 7.3
4.5 27.6 5.2

30.6 25.0 7.2
3.9 15.6 4.3

34.8 21.8 16.3 5.43.3
1.4

17.8 38.8 17.8 11.17.82.5
4.2

41.0 22.3 9.15.42.8
6.4

34.6 24.8 13.76.34.8
5.8

26.2 40.0 12.64.84.5
5.8

27.7 33.9 15.6 4.26.75.2

36.4 27.0 8.63.84.3
6.1

2.住宅地や商業地などの
　整備状況

3.街並み景観

4.緑地・公園の整備状況

5.道路の整備状況

6.除雪サービス

13.9 4.2 15.6

30.6

28.6

5.5

6.3 21.8

9.8

17.0

4.9

3.5

4.5

3.8

5.2
16.9 30.0 10.3

5.2 26.5 5.9

10.5 33.4 7.4
3.3 34.7 6.9

13.1 34.2 36.9 6.63.4
1.3

10.0 34.3 39.3 6.94.0
1.9

14.1 32.4 6.6 33.7 4.93.4

34.9 31.3 3.2
1.4
8.2
4.0

32.2 36.2 9.54.94.8
2.6

32.5 8.3 23.3 4.53.2

21.3 36.8 24.2 4.75.5
1.9

33.0 20.6 6.8
4.7

4.5
1.8

42.0 15.3
3.2
1.6
3.3
4.0

24.6 22.1 24.5 3.7
5.4

6.7

6.1

10.0

13.0

17.0

13.4

7.6

14.2

7.7

8.6 26.0 31.5 10.1
7.6
11.3

4.9

26.4 30.9 6.2
4.4 19.9 4.5

28.6 22.6 24.8 5.42.9
1.4

18.5 29.3 7.3
4.5 27.6 5.2

30.6 25.0 7.2
3.9 15.6 4.3

34.8 21.8 16.3 5.43.3
1.4

17.8 38.8 17.8 11.17.82.5
4.2

41.0 22.3 9.15.42.8
6.4

34.6 24.8 13.76.34.8
5.8

26.2 40.0 12.64.84.5
5.8

27.7 33.9 15.6 4.26.75.2

36.4 27.0 8.63.84.3
6.1

思う　　どちらかといえば思う　　どちらでもない　　どちらかといえば思わない　　思わない　　わからない　　無回答

1.海や川、緑など自然が豊かである

2.安心して生活ができる

3.生活環境がよく、清潔である

4.道路や交通の便がよい

5.医療・保健・福祉が充実している

6.教育環境がよい

7.買物が便利である

8.ふれあいや連帯感がある

9.生活・芸術文化が高い

10.まちに活気がある

39.8

27.1 39.0 19.4 4.2 1.84.9

17.8 38.7 25.2 7.7 3.51.3 5.8
0.1

18.7 28.5 15.1 12.9 19.5 5.2

20.9 33.3 21.9 8.2 8.2 3.3 4.2

11.0 22.4 26.1 11.1 15.6 8.3 5.4

20.8 26.1 19.8 12.6 15.5 5.0
0.1

11.0 29.1 30.3 11.7 9.3 3.25.4

4.2 15.8 35.6 17.3 16.0 6.1 5.2

5.4 24.0 32.0 16.0 12.2 5.3 5.0

35.7 12.0 4.2
2.90.3
5.2

3.7
39.8

27.1 39.0 19.4 4.2 1.84.9

17.8 38.7 25.2 7.7 3.51.3 5.8
0.1

18.7 28.5 15.1 12.9 19.5 5.2

20.9 33.3 21.9 8.2 8.2 3.3 4.2

11.0 22.4 26.1 11.1 15.6 8.3 5.4

20.8 26.1 19.8 12.6 15.5 5.0
0.1

11.0 29.1 30.3 11.7 9.3 3.25.4

4.2 15.8 35.6 17.3 16.0 6.1 5.2

5.4 24.0 32.0 16.0 12.2 5.3 5.0

35.7 12.0 4.2
2.90.3
5.2

3.7
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◆町はどのようなところを重点的に取り組んだらよいと思いますか？
主な町の施策について、どのようなところを重点的に取り組んでいくべきかなどを調査しました。

【⑤ 教育・文化・国際交流部門】 【⑥ 自治振興・行財政部門】

25.幼稚園教育の状況
31.地域自治の振興

32.対話行政の推進

33.コンピューターを
     活用した行政サービス

34.行政・財政の効率化

35.情報提供・情報公開

36.市町村合併をしない
     でいること

26.小学校・中学校教育
　  の状況

27.社会教育の状況

28.社会体育の状況

29.文化の振興策

30.国際交流事業

14.6

7.4

6.6

7.7

7.1

5.8 15.8 32.5 32.0 6.64.7
2.6

21.8 31.3 25.6 5.36.3
2.6

24.8 33.0 21.8 4.95.8
1.9

22.6 34.9 21.8 4.36.8
3.0

19.7 25.2 12.2 10.2 20.9 4.3

31.1 21.4 21.1 6.3

9.7

4.7

4.3

8.2

40.5 25.5 17.7 3.5
6.72.9

3.3

22.4 37.3 17.9 5.34.7
4.2

12.4 36.1 32.5 5.05.7
4.0

13.5 37.3 32.0 4.92.8
4.8

27.6 36.7 15.4 4.34.0
2.3

24.7 35.9 22.3 4.44.5
1.85.34.4

2.014.6

7.4

6.6

7.7

7.1

5.8 15.8 32.5 32.0 6.64.7
2.6

21.8 31.3 25.6 5.36.3
2.6

24.8 33.0 21.8 4.95.8
1.9

22.6 34.9 21.8 4.36.8
3.0

19.7 25.2 12.2 10.2 20.9 4.3

31.1 21.4 21.1 6.3

9.7

4.7

4.3

8.2

40.5 25.5 17.7 3.5
6.72.9

3.3

22.4 37.3 17.9 5.34.7
4.2

12.4 36.1 32.5 5.05.7
4.0

13.5 37.3 32.0 4.92.8
4.8

27.6 36.7 15.4 4.34.0
2.3

24.7 35.9 22.3 4.44.5
1.85.34.4

2.0

【① 土地利用のあり方についての考え】（１つ選択）

規制を強化すべき区域や
緩和すべき区域を定め、
計画的に保全や開発を
行う
46.9％

わからない
19.5％

町全体の規制を
強化することで、
積極的に自然環境
などを保全する
13.6％

町全体の土地
利用規制を
緩和することで
開発を推進する
11.2％

特に対策を
する必要はない
　　　　5.7％

その他 1.0％
無回答 2.0％

規制を強化すべき区域や
緩和すべき区域を定め、
計画的に保全や開発を
行う
46.9％

町全体の規制を
強化することで、
積極的に自然環境
などを保全する
13.6％

町全体の土地
利用規制を
緩和することで
開発を推進する
11.2％

【③ 観光振興のために力を入れたらよいこと】
（１つ選択）

町文化財・
名所の整備
13.7％

観光果樹園の
充実
11.7％

町観光協会の
支援・充実
6.7％

その他
3.5％

無回答
3.0％

レジャー・
娯楽施設の整備
19.3％

対外的な
PRの強化
15.4％

海水
浴場の
整備
13.5％

まつり・
イベントの
実施
13.1％

レジャー・
娯楽施設の整備
19.3％

対外的な
PRの強化
15.4％

海水
浴場の
整備
13.5％

【⑤ 福祉対策で力を入れたらよいこと】（１つ選択）

保育所や
児童館などの
児童福祉施設の
整備・充実
10.8％

福祉に従事する
ボランティアの育成
10.7％

無回答
2.8％

その他
1.5％

子育て支援金の
支給などの金銭給付
14.5％

老人・子ども・
障がい者などの
生活弱者に対する
社会参加の促進
12.6％

ねたきり老人、
認知症老人、
障がい者の
介護支援体制の
充実
47.0％

子育て支援金の
支給などの金銭給付
14.5％

ねたきり老人、
認知症老人、
障がい者の
介護支援体制の
充実
47.0％

保育所や
児童館などの
児童福祉施設の
整備・充実
10.8％

【② 農業のあり方として力をいれたらよいこと】
（１つ選択）

わからない
24.7％

ほ場整備などの
生産基盤整備
4.2％

複合経営を進める
3.8％

その他 2.4％

無回答 2.1％

経営規模の拡大
1.6％

後継者対策
33.5％

特産品の
開発
17.5％

協業・共同化
10.1％

【④ 保健衛生対策で当面力を入れたらよいこと】
（１つ選択）

老人保健
対策
17.0％

予防衛生の
充実
9.7％

母子保健
（妊産婦と乳幼児の
保健対策）
8.7％

ストレスや心の障がいに
対する対策  8.2％ 無回答2.1％

その他1.0％

町民一人
ひとりの
健康づくり
対策
15.5％

ガン、脳卒中、
心疾患などの
成人病対策
10.8％

医療機関の
整備充実
26.9％

町民一人
ひとりの
健康づくり
対策
15.5％

医療機関の
整備充実
26.9％
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【⑥ 小・中学校教育を充実させるために力を入れたらよいこと】
（１つ選択）

基礎学力教育の
徹底
51.8％

保護者や
地域との
交流
8.4％

町の各種団体と
連携した
多様な部活動
4.9％

その他 3.5％英語など外国人　　　
教師の配置　3.5％ 無回答 3.4％

ボランティア活動、
社会体験の推進
12.2％

学校施設など
教育環境の
整備・充実
11.0％

基礎学力教育の
徹底
51.8％

ボランティア活動、
社会体験の推進
12.2％

【⑧ 町のスポーツ振興のために必要なこと】
（１つ選択）

社会体育施設の
整備・充実
21.2％

各種学級・
講座の充実
13.9％

その他
2.4％

無回答
4.3％

専門職員の配置と
指導者の育成
31.7％

各種団体グループの
育成と自主活動の援助
26.6％

社会体育施設の
整備・充実
21.2％

専門職員の配置と
指導者の育成
31.7％

各種団体グループの
育成と自主活動の援助
26.6％

【⑩ 諸外国と交流するためによい方法】（１つ選択）

民間が中心となって、
経済交流を推進する
8.2％

その他
3.7％

無回答
4.4％

町が中心となって、
姉妹都市を提携する
26.0％

民間が中心となって、
スポーツ、文化交流
などを推進する
19.8％

町が中心となって、
人的交流を推進する
38.0％

民間が中心となって、
経済交流を推進する
8.2％

町が中心となって、
姉妹都市を提携する
26.0％

民間が中心となって、
スポーツ、文化交流
などを推進する
19.8％

町が中心となって、
人的交流を推進する
38.0％

【⑫ 地域活動を盛んにする上で支障になっているものがあるとすれば、それは何か】
（１つ選択）

その他 2.1％
無回答 5.2％

運営のための
資金が不足
5.7％

町の指導や
援助が不足
5.4％

行事や活動のための
施設が不足
3.5％

活動の中心になる
指導者や世話役がいない
17.0％

住民間の人間関係が
うまくいかない
6.6％

住民の協力意識や
参加意識が低い
54.5％

活動の中心になる
指導者や世話役がいない
17.0％

住民間の人間関係が
うまくいかない
6.6％

住民の協力意識や
参加意識が低い
54.5％

【⑦ 生涯教育振興のために必要なこと】（１つ選択）

地域活動
14.9％

各種団体
グループの育成と
自主活動の
援助
11.7％

その他
1.5％

無回答
4.4％

社会教育施設の
整備・充実
16.3％

専門職員の配置と
指導者の育成
30.0％

各種学級・講座の
充実
21.2％

地域活動
14.9％

専門職員の配置と
指導者の育成
30.0％

各種学級・講座の
充実
21.2％

【⑨ 町の文化振興のために必要なこと】（１つ選択）

専門家・技術者の
養成をする
12.4％

その他
2.9％

無回答
4.7％

各種文化団体の
育成を図る
16.1％

文化会館の活用を
図り、他地域の
文化を鑑賞させる
34.4％

地域の文化活動を
支援する
29.5％

各種文化団体の
育成を図る
16.1％

文化会館の活用を
図り、他地域の
文化を鑑賞させる
34.4％

【⑪ 明るく住みやすい町をつくるためにあなたが参加できると考える活動】
（３つまで選択可）

ごみステーションの清掃
行政区（集落）単位の活動
近くの公園や広場などの清掃

花いっぱい運動
盆踊りや地域の祭りなど

交通安全活動
地域の道路や側溝の清掃

防犯活動
社会福祉ボランティア活動

子ども会活動
防災活動

青少年健全育成活動
廃品回収
保健活動

まちづくりに関するワークショップ
その他
無回答

27.7
26.5

24.0

0 5 10 15 20 25 30（％）

21.6
18.5
17.9
17.7
17.5
16.5

12.2
11.2

7.8
7.6
7.1
6.7

1.3
3.3

27.7
26.5

24.0
21.6

18.5
17.9
17.7
17.5
16.5

12.2
11.2

7.8
7.6
7.1
6.7

1.3
3.3

【⑬ 行政改革は何に重点的に取り組むべきか】
（１つ選択）

その他
2.0％

無回答
3.4％

事務を効率化・
合理化する
12.1％

議員・職員や
課の数を減らす
18.0％

町民・民間企業や
NPOなどの民間活力の
活用を進める
15.0％

効果の薄れた事業を
廃止・縮小する
27.6％

職員の意識改革や
能力開発を進める
21.6％

議員・職員や
課の数を減らす
18.0％

町民・民間企業や
NPOなどの民間活力の
活用を進める
15.0％

効果の薄れた事業を
廃止・縮小する
27.6％

職員の意識改革や
能力開発を進める
21.6％
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日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

【⑭ 広域的な地域づくりで取り組むべきこと】
（１つ選択）その他

1.3％
市町村合併
3.5％

無回答
3.3％

共同でイベントを
開催する
14.9％

広報誌に
他市町村の
情報を掲載する
17.3％

医療福祉、
ごみ収集などの
サービスを共同で
行う
16.6％

スポーツ・文化・
医療福祉などの
公共施設の共同整備
25.3％

既存の公共施設を
有効に活用するため、
共同で利用する
17.8％

共同でイベントを
開催する
14.9％

広報誌に
他市町村の
情報を掲載する
17.3％

医療福祉、
ごみ収集などの
サービスを共同で
行う
16.6％

スポーツ・文化・
医療福祉などの
公共施設の共同整備
25.3％

既存の公共施設を
有効に活用するため、
共同で利用する
17.8％

【⑮ 行政情報の提供手段として充実してほしいもの】
（１つ選択）その他

2.3％
有線放送の整備
7.9％

公文書の
情報公開
7.9％

無回答
2.9％

町長とのふれあい
トークなどの
町民と役場との
対話集会
9.7％

（防災）行政無線の
積極的活用
18.3％

インターネットに
よる配信
15.0％

広報誌や回覧、
チラシなど
36.1％

町長とのふれあい
トークなどの
町民と役場との
対話集会
9.7％

（防災）行政無線の
積極的活用
18.3％

インターネットに
よる配信
15.0％

広報誌や回覧、
チラシなど
36.1％

◆町の将来像としてもっともふさわしいと思うもの何ですか？

（１つ選択）

まちの将来像として、もっ
ともふさわしいと思うもの

は、「健康増進を進めるとともに
高齢者や障がい者､子どもを大切
にし､健康づくり､保健･福祉の充
実したまち」（29.4%）が最も
多く、次に「災害に強く犯罪が少
ない、安全で安心して暮らせるま
ち」（23.7%）となって、この２
つで、全体の5割以上を占めていま
す。

　また、まちが当面力を入れる
べきこととしては、「老人・子
ども・障がい者などに対する福
祉施策を充実する」（22.7%）
が最も多く、次に「医療機関を増
やすなど保健医療を充実する」
（14.0%）、「住宅造成などによ
り人口を増やし、活気のある町に
する」（10.6%）の順となってい
ます。

　多くの町民の皆さんは、福祉医
療に関する取組の充実に期待して
いるようです。

◆町が当面力を入れるべきことは何だと思いますか？

災害に強く犯罪が少ない
安全で安心して
暮らせるまち
23.7％道路や公共交通、

都市施設の整備が進んだ
機能的で利便性の高いまち
11.2％

緑や水辺など
自然が身近に
ふれあうまち
9.2％

農漁商工業が
バランスよく振興し、
活力とにぎわいの
あるまち
9.2％

文化・芸術・スポーツ・
生涯学習の環境が整い、
活動・学習の機会が
充実したまち
5.8％

コミュニティーや
地域の活動が活発で、
町民自らで
つくりあげるまち
4.8％

ごみの減量化やリサイクル、
環境保全活動を推進するまち
3.2％　　　　　　　その他

1.4％
無回答
2.1％

健康増進を進めるとともに
高齢者や障がい者、
子どもを大切にし、
健康づくり、保健・福祉の
充実したまち
29.4％

健康増進を進めるとともに
高齢者や障がい者、
子どもを大切にし、
健康づくり、保健・福祉の
充実したまち
29.4％

医療機関を増やすなど
保健医療を充実する
14.0％

住宅造成などにより
人口を増やし、
活気のある町にする
10.6％

教育・文化に対する
取組みを充実する
9.3％

火災や災害・犯罪
などに対する
備えをよくする
8.8％

道路交通網を
整備する
7.7％

公園・緑地を多くする
など憩いの場をつくる
7.6％

農業・漁業施策を
充実する
7.6％

ごみの減量化や
リサイクルを推進する
など生活環境を良くする
4.9％

融資制度の充実など、
商工業の振興を図る
1.6％　　　　　　　その他 2.4％

無回答 2.8％

老人・子ども・障がい者などに
対する福祉施策を充実する
22.7％

医療機関を増やすなど
保健医療を充実する
14.0％

公園・緑地を多くする
など憩いの場をつくる
7.6％

老人・子ども・障がい者などに
対する福祉施策を充実する
22.7％
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お問い合わせ　役場　総務課　総合政策係（内線 228・229）

「これからもずっと住み続けたい」が
65.3%を占めています。

　また、これと「当分は住み続けたい」(19.8%)
を合わせると聖籠町に住み続けたいとしている方
は、約85%と多くなっています。

◆これからも町に住み続けたいですか？

　また、これらの調査項目のほか、町行政の取組みのありかたや町に望むことなどについての「自由意見」を
大変多くの方からいただきました。ありがとうございました。

● アンケート調査結果報告書をご覧いただけます

　今回、ご紹介した「町民アンケート」の結果は概要となっていますが、報告書全体をご
覧いただくことができます。
　また、このほか、町内企業を対象とした「企業アンケート」、町内小・中学校の児童・
生徒を対象とした「こどもアンケート」なども実施させていだきました。
　これらのアンケート調査結果報告書についても

　聖籠町ホームページhttp://www.town.seiro.niigata.jp　　のほか
役場総務課、聖籠町立図書館でご覧いただけます。

「まちづくり提案」へのご応募
ありがとうございました

　総合計画策定に向けて、昨年の本紙10月一般
号でもお知らせし町民の皆さんから募集していた
「まちづくりに向けた提案」に対して、以下の通
り提案をお寄せいただきました。
　ありがとうございます。

提案提供者
（応募者） 提案数 提案のあった取り組み

（主なもの）

３名 ６主題
（13提案）

エコ対策
交通安全対策
子育て環境対策　など

～熱心に検討を重ねる審議会の部会（都市計画部会）～
　聖籠町総合計画審議会委員42名は６つの部会※）にわか
れて、それぞれの専門分野で検討を重ねています。
＜※）６つの部会＞
①都市計画部会　②環境・防災・安全部会
③保健・福祉・医療部会　④産業・観光・労働部会
⑤教育・文化・国際交流部会　⑥行財政部会

　町民アンケート調査をはじめ各種アンケート調査、また、まちづくり提案
へご協力をいただいた皆さん、誠にありがとうございました。
　これらについては、第4次聖籠町総合計画の策定に向けた貴重なご意見と
して活用させていただきます。
　今後ともまちづくりに対する、ご支援とご協力をお願いします。

これからもずっと
住み続けたい
65.1％

当分は
住み続けたい
19.8％

どちらとも
いえない
9.8％

できれば町外へ
移転したい
3.7％　　　　　　　

ぜひ町外へ移転したい
0.3％

無回答 1.4％

これからもずっと
住み続けたい
65.1％

当分は
住み続けたい
19.8％
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所
有
者
な
ど
の
調
査
情
報
の
閲
覧

を
行
い
ま
し
た
。

　

閲
覧
に
は
２
日
間
で
97
人
の
地

権
者
が
会
場
へ
足
を
運
び
、
調
査

成
果
を
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
閲
覧
成
果
に
よ
り
、
今
年

の
春
に
新
潟
県
知
事
に
対
し
て
認

証
請
求
を
行
い
ま
す
の
で
、
秋
頃

に
は
こ
の
調
査
結
果
が
法
務
局
の

登
記
に
反
映
さ
れ
、
新
し
い
登
記

簿
・
地
籍
図
が
出
来
上
が
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

ト
キ
め
き
新
潟
国
体

　
　

聖
籠
町
実
行
委
員
会
が

　
　

解
散
さ
れ
ま
し
た

　

45
年
ぶ
り
に
開
催
さ
れ
た

　

２
月
26
日
（
金
）

聖
籠
町
交
通
安
全
対
策
会
議
開
催

　

平
成
22
年
度
の
交
通
事
故
防
止

に
向
け
て
、
交
通
安
全
対
策
会
議

が
開
催
さ
れ
、
町
の
交
通
安
全
対

策
基
本
方
針
が
審
議
さ
れ
ま
し

た
。

　

参
加
者
か
ら
は
「
高
齢
者
の
交

通
事
故
防
止
」
や
「
交
差
点
の
事

故
防
止
対
策
」、｢

自
転
車
の
マ

ナ
ー
向
上
」
に
つ
い
て
意
見
が
出

さ
れ
、方
針
に
反
映
さ
れ
ま
し
た
。

●
町
道
除
雪
、
10
回
出
動
し
ま
し

　

た

　

こ
の
冬
は
暖
冬
予
想
か
ら
打
っ

て
変
わ
り
、
昨
年
の
12
月
17
・
18

日
に
ま
と
ま
っ
た
降
雪
が
あ
り
、

本
町
は
じ
め
下
越
の
平
野
部
で
大

混
乱
を
起
こ
し
ま
し
た
。
新
潟
市

内
で
も
12
月
と
し
て
は
24
年
ぶ
り

の
大
雪
で
全
国
ニ
ュ
ー
ス
と
な
り

ま
し
た
。
そ
の
後
も
断
続
的
に
降

雪
が
続
き
除
雪
作
業
で
は
排
雪
場

所
が
な
く
な
る
な
ど
で
、
町
民
の

皆
様
に
大
変
な
ご
迷
惑
を
お
か
け

い
た
し
ま
し
た
。
除
雪
の
出
動
回

数
は
12
月
、1
月
は
と
も
に
３
回
、

２
月
は
４
回
の
計
10
回
と
な
り
ま

し
た
。

●
平
成
20
年
度
国
土
調
査
成
果
閲

　

覧
が
終
了
し
ま
し
た

　

平
成
20
年
度
に
現
地
調
査
を
実

施
し
た
藤
寄
・
蓮
潟
の
各
一
部
地

域
の
調
査
成
果
が
ま
と
ま
り
、
２

月
15
日
・
16
日
の
２
日
間
に
わ
た

り
藤
寄
・
蓮
潟
公
会
堂
を
会
場
と

し
て
、
関
係
地
権
者
に
現
地
調
査

に
よ
り
整
理
し
た
地
目
・
地
積
・

　

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
役
場
各
課
の
主
な
業
務
、
各
種
委
員
会
の
活
動

な
ど
を
町
民
の
皆
さ
ん
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

掲
載
内
容
に
つ
い
て
の
、
ご
意
見
・
ご
質
問
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

担
当
課
又
は
総
務
課
広
報
担
当
ま
で
電
話
か
町
政
ポ
ス
ト
の
ハ
ガ
キ
で

お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

生
活
環
境
課

２
０
０
９
年
ト
キ
め
き
新
潟
国

体
（
第
64
回
国
民
体
育
大
会
）
で

本
町
は
正
式
競
技
３
種
目
、
デ

モ
ス
ポ
行
事
1
種
目
が
開
催
さ

れ
、
大
会
期
間
中
、
競
技
役
員
・

選
手
・
応
援
に
来
ら
れ
た
方
々
、

町
内
・
外
合
わ
せ
て
延
べ
約

１
１
、０
０
０
人
が
会
場
を
訪
れ

ま
し
た
。
国
体
終
了
後
の
第
４
回

総
会
で
、
聖
籠
町
実
行
委
員
会
は

３
月
31
日
を
も
っ
て
解
散
す
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

　

平
成
19
年
６
月
か
ら
国
体
が
終

了
す
る
ま
で
の
３
年
間
、
大
勢
の

方
々
の
ご
理
解
と
ご
協
力
に
よ
り

支
え
ら
れ
、
無
事
終
了
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
長
い
間
、
大
変

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

２
月
26
日
（
金
）

第
２
回
聖
籠
町
教
育
委
員
会
定
例

会
開
催

・ 

平
成
22
年
度
聖
籠
町
立
こ
ど
も

　

園
（
幼
稚
園
）
の
学
級
数
及
び

　

教
職
員
数
等

　

以
上
の
１
項
目
に
つ
い
て
審
議

さ
れ
ま
し
た
。

　

２
月
25
日
（
木
）

●
聖
籠
町
農
業
委
員
会
第
20
期

　

第
37
回
総
会

・ 

農
地
法
第
３
条
の
規
定
に
よ
る

　

譲
受
人
の
資
格
審
査
に
つ
い
て

・
農
用
地
利
用
集
積
計
画
に
よ
る

　

所
有
権
移
転
申
出
審
査
に
つ
い

　

て
・ 

農
用
地
利
用
集
積
計
画
に
よ
る

　

利
用
権
設
定
申
出
審
査
に
つ
い

　

て
・
聖
籠
町
農
作
業
別
標
準
賃
金
表

　
（
案
）
の
承
認
に
つ
い
て

以
上
の
４
項
目
に
つ
い
て
審
議
さ

れ
ま
し
た
。

農
業
委
員
会

ふ
る
さ
と
整
備
課

日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

国
体
推
進
室

学
校
教
育
課
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日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

４月10日は何の日？“交通事故死ゼロを目指す日”です！

実施期間　４月６日（火）から
　　　　　４月15日（木）までの10日間
◆運動の重点
　　　・子どもと高齢者の交通事故防止
　　　・全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの
　　　　正しい着用の徹底
　　　・自転車の安全利用の推進
　　　・飲酒運転の根絶
◆子どもを交通事故から守ろう！
　　新入学(園)シーズンを迎え、新たに通学・通園する子どもたちを交通事故から守
　るため子どもたちへ交通ルールを教えるのはもちろんですが、子どもと一緒にいる
　ときは言葉だけでなく、正しい行動を目の前でやって見せてください。
　　★特徴を知って防ごう！子どもの交通事故
　　　・夢中になると周りが見えなくなる
　　　・その時の気分によって行動が変わる
　　　　　→気分によって注意力が散漫になり、危険な行動をとりがちになります。
　　　・物事を単純にしか理解できない
　　　　　→手を上げさえすれば、いつでもどこでも車が止まってくれると思いがちです。
　　　・大人の真似をしがち
　　　・物かげで遊ぶ傾向がある

交 通
安 全
交 通
安 全
vol.95

区分

年

2月 １月～２月
発生
件数 死者数 傷者 発生

件数 死者数 傷者

平成22年 5 0 5 15 0 15

平成21年 4 0 4 8 0 8

増　減 ＋1 0 ＋1 ＋7 0 ＋7

町の
交通事故
発生状況

春風に　のせて伝える　安全運転
平成22年　春の全国交通安全運動

交通安全に関することは
役場　生活環境課

☎27ー1962（直通）

４月10日は何の日？“交通事故死ゼロを目指す日”です！
●交通事故に遭わないために
　・子どものために、
　　家族で自宅周辺の危険箇所を確認！
※子どもの事故の多くは、自宅か
　ら500メートル以内で発生して
　います。
　　特に小学生の男の子の自転車
　乗車中と道路への飛び出し事故
　が多くなっています。

・横断歩道を渡りましょう！

　
※外出の際は、目立つ色の服
　装で反射材も活用しましょ
　う。

・車に乗ったらシートベルトと
　チャイルドシートの着用を！
※シートベルトをしない人の致
　死率は、している人の約11倍
　です。

・自転車に乗るときはルールを
　守って！

車道は左側を通行！
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《相談事業》
ところ　役場２階　小会議室
◆ 行政相談
　13日（火）午前９時30分～11時
　　 役場総務課（内線226）

ところ　結いハート聖籠
◆ 心配ごと相談
　７日（水）、21日（水）
　午後１時～４時
◆ 弁護士相談
　22日（木）
　午後１時～４時
　　 町社会福祉協議会
　☎27－6767

《保健福祉事業》
ところ　保健福祉センター
◆ 乳幼児健康診査・各種学級　
○１歳２ヵ月児歯科健診
　12日（月）午後１時15分～
○１歳６ヵ月児健診
　22日（木）午後１時15分～

◆各種予防接種
（受付は午後１時からです）
○ポリオ予防接種
　15日（木）午後１時40分

I N FORMAT ION

INFORMATION

I N FORMAT ION

お問い合わせ先
聖籠町役場　　☎27－2111
町 民 会 館　　☎27－2121
図   書   館　　☎27－6166
保健福祉課（保健福祉センター内）
　　　　　　　☎27－6511
診   療   所　　☎27－1234

4 月 の 行 事

日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

町
長
の
動
向
（
主
な
も
の
を
抜
粋
）

４
月

３
日
・
敬
和
学
園
大
学
入
学
式

４
日
・
消
防
団
新
入
団
員
等

　
　
　

辞
令
交
付
式

６
日
・
聖
籠
こ
ど
も
園
入
園
式

７
日
・
蓮
野
・
山
倉
・
亀
代

　
　
　

小
学
校
入
学
式

８
日
・
聖
籠
中
学
校
入
学
式

９
日
・
蓮
野
・
蓮
潟
・
亀
代

　
　
　

こ
ど
も
園
入
園
式

新潟県からのお知らせ

ふるさと越後の家づくり事業・
越後のふるさと木づかい事業
　県では、越後杉ブランド（県産スギ製品）を使用した、安
全・安心な建物に対して、補助を行っています。

①ふるさと越後の家づくり事業
　　新築・改築・増築で１戸当たり30万円から最高60万まで補助します。
　　募集時期は、３月から９月30日まで（先着順で募集棟数に達すると終
　了します。）
　　募集棟数は、450棟
　　申込みは、建築主に代わり大工・工務店が行います。

②越後のふるさと木づかい事業
　　学校法人、社会福祉法人、NPO法人等が建設する幼稚園、保育園の
　園舎、及び福祉関係施設等の木造施設、内装等の木質化、外構等の整備
　について、最高1,000万円まで補助します。ただし、営利を目的とした
　会社、地方公共団体は、対象になりません。
　　募集時期は、４月１日からです。

具体的な条件等については、お問い合わせください。

　新潟地域振興局農林振興部　林業振興課
☎０２５－２３１－８２３４

　

広
報
せ
い
ろ
う
を
ご
愛
読
い
た
だ

き
ま
し
て
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

　

町
で
は
町
出
身
の
方
で
町
外
に
お

住
ま
い
の
方
や
近
隣
市
町
村
の
方
に

聖
籠
町
の
情
報
を
送
り
た
い
と
い
う

ご
要
望
に
応
え
る
た
め
に
、
広
報
送

付
制
度
に
よ
り
『
広
報
せ
い
ろ
う
』

の
有
料
送
付
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

希
望
さ
れ
る
方
は
、
次
に
よ
り
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
送
付
料
一
、二
〇
〇
円

（
１
年
分
・
５
月
号
〜
翌
年
４
月
号
）

●
申
し
込
み
方
法

　

役
場
２
階
総
務
課
へ
料
金
を
お
持

ち
に
な
り
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。

　
 

役
場　

総
務
課　

広
報
担
当

　
　
　
　
　
　
　
　
（
内
線
２
２
７
）

町
外
に
お
住
ま
い
の
知
人
に

広
報
せ
い
ろ
う
を
送
り
ま
せ
ん
か

―

広
報
送
付
制
度
の
ご
案
内―
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2 月の届出

（注１）町役場へ届出を提出された方で届出の際にご承
　　　  諾の押印をいただいた方のみ掲載しております。
（注２）略した文字で掲載してあります。
　　　  戸籍の氏名と異なることがあります。
　　　  ご了承ください。

日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

げんきなよい子

出 生

 赤ちゃん 保護者 行政区

紗
さ ゆ

唯ちゃん （髙橋　　守） 次第浜

美
み

尋
ひろ

 ちゃん （髙橋　洋平） 次第浜

大
たい

我
が

 ちゃん （平野　拓也） 次第浜

真
ま

心
しろ

 ちゃん （渡部　裕也） 亀　塚

梨
り

杏
あん

 ちゃん （磯辺　敬介） ひばりが丘

紘
ひろ

大
と

 ちゃん （佐野　一樹） 次第浜

　

町
営
住
宅
東
山
団
地
に
空
室
が

出
た
た
め
、
入
居
者
を
募
集
し
ま

す
。

所
在
地　

聖
籠
町
大
字
二
本
松

　
　
　
　
　
　
　

１
９
９
７
番
地

募
集
部
屋
数　

５
部
屋（
３
Ｄ
Ｋ
）

入
居
可
能
日　

平
成
22
年
４
月
22

　

日
以
降
（
予
定
）

家
賃
等  

①
家
賃　

３
万
６
千
円
（
入
居
期

　

間
３
年
目
以
降
４
万
２
千
円
）

②
共
益
費　

８
０
０
円

③
駐
車
場　

３
千
６
７
５
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
区
画
）

④
敷
金　

７
万
２
千
円

　
　
（
入
居
時
家
賃
の
２
か
月
分
）

入
居
資
格

・
同
居
し
て
い
る
（
同
居
し
よ
う

　

と
す
る
）
家
族
が
あ
る
こ
と

・
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ

　

と
が
明
ら
か
な
者
で
あ
る
こ
と

・
市
町
村
税
の
滞
納
が
な
い
者
で

　

あ
る
こ
と

・
確
実
な
連
帯
保
証
人
が
い
る
こ

　

と
等

申
込
期
間　

　

４
月
５
日（
月
）午
前
８
時
30
分

　
　
　
　
　
　

～ 

　

４
月
15
日（
木
）午
後
５
時
15
分

そ
の
他  

応
募
多
数
の
場
合
は
、

公
開
抽
選
会
を
実
施
し
ま
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　

役
場　

ふ
る
さ
と
整
備
課 

　
　
　
（
内
線 

２
３
２
・
２
３
５
）

　

町
営
住
宅
東
山
団
地
入
居
者
募
集

日　

時　

４
月
17
日
（
土
）

午
前
９
時
か
ら

午
後
12
時
30
分
ま
で
（
小
雨
決
行
）

※
開
催
の
有
無
は
午
前
６
時
30
分
か

　

ら
６
時
45
分
の
間
に
エ
フ
エ
ム
新

　

発
田
（
76
・
９
MHz
）
で
お
知
ら
せ

　

し
ま
す
。

集
合
場
所
・
時
間

さ
く
ら
大
橋
右
岸
に
午
前
９
時
集
合

　
　
　
　
　
　
（
当
日
参
加
大
歓
迎
）

服
装
等　

動
き
や
す
い
服
装
で
お
越

し
く
だ
さ
い
。
軍
手
・
ゴ
ミ
袋
は
主

催
者
で
用
意
し
ま
す
。

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル　

　

午
前
９
時
30
分　

さ
く
ら
大
橋
右

岸
を
出
発
し
、
２
コ
ー
ス
左
岸
組
と

右
岸
組
に
分
か
れ
て
、
桜
を
観
察
し

な
が
ら
ゴ
ミ
拾
い
、
健
康
ウ
ォ
ー
ク

（
約
３
㎞
）
で
加
治
川
治
水
記
念
公

園
へ

　

そ
の
後
、
記
念
植
樹
等
の
イ
ベ
ン

ト
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
午
後
２
時
か
ら
新
発
田
城

址
公
園
（
雨
天
時
は
新
発
田
市
民
文

化
会
館
ホ
ー
ル
）
に
て
、
た
か
た
か

し
さ
ん
を
招
い
て
Ｂ
Ｓ
Ｎ
ラ
ジ
オ
公

開
録
音「
春
の
歌
ま
つ
り
in
新
発
田
」

が
実
施
さ
れ
ま
す
。

参
加
対
象
者　

聖
籠
町
・
新
発
田
市

の
小
学
生
、
一
般
参
加
者
、
加
治
川

を
愛
す
る
会
会
員

主
催　

加
治
川
を
愛
す
る
会

　
　
　
　
　

事
務
局
長　

木
村　

哲

☎
２
２
―
６
７
１
５

みなさんの
参加お待ちして
います

５
月
10
日（
月
）ま
で
に

お
知
ら
せ
く
だ
さ
い

〜
計
量
器
定
期
検
査
の
事
前
調
査
〜

　

計
量
法
に
よ
り
、
取
引
又
は
証
明
に

使
用
す
る
は
か
り
や
分
銅
、お
も
り
は
、

２
年
に
１
回
行
わ
れ
る
定
期
検
査
を
受

け
な
け
れ
ば
、
取
引
や
証
明
に
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

平
成
22
年
度
の
定
期
検
査
を
６
月
11

日
（
金
）
と
６
月
14
日
（
月
）
に
実
施

し
ま
す
。

　

平
成
20
年
度
に
検
査
を
受
け
た
方

は
、
事
前
調
査
書
を
郵
送
し
ま
す
の
で

提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
20
年
度
に
検
査
を
受
け

て
い
な
い
方
や
、
新
た
に
計
量
器
を
取

得
さ
れ
た
方
は
、
５
月
10
日
（
月
）
ま

で
に
産
業
観
光
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

　

事
前
調
査
の
結
果
、
検
査
の
必
要
な

方
に
は
、
新
潟
県
計
量
協
会
か
ら
定
期

検
査
の
案
内
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

　

役
場   

産
業
観
光
課（
内
線
１
２
４
）

幸せ多い人生を

婚 姻

      新郎・新婦　　　　  　 行政区

次第浜
　宮　下　純

じゅん

　一
いち

 さん

　（中山）　奈
な お こ

保子 さん ｝
網代浜

　手　島　信
のぶ

　幸
ゆき

 さん

　（石井）　み　か さん ｝
蓮　潟

　高　橋　秀
ひで

　実
み

 さん

　（澤田）　雅
まさ

　代
よ

 さん ｝
本三賀

　藤　井　　　允
まこと

 さん

　（長谷見）　京
きょう

　子
こ

 さん ｝

 氏　名 年齢 行政区

大　倉　拓
ひろ

　昌
あき

 さん （４歳） 山　倉

齋　藤　與
よ し

司春
はる

 さん （60 歳） 山　倉

森　田　キミ子
こ

 さん （63 歳） 蓮　潟

髙　松　葉
よう

　子
こ

 さん （72 歳） 亀　塚

近　藤　ミハル さん （81 歳） 別　條

澁　谷　添
そえ

　子
こ

 さん （67 歳） 山諏訪山

加　藤　信
のぶ

　夫
お

 さん （77 歳） 蓮　野

髙　山　正
まさ

　彦
ひこ

 さん （78 歳） 杉谷内

田　中　カ　シ さん （84 歳） 蓮　潟

塚　本　トシ子
こ

 さん （90 歳） 蓮　潟

本　間　菊
きく

　枝
え

 さん （80 歳） 蓮　潟

大　倉　カツミ さん （94 歳） 本諏訪山

ごめいふくをお祈りします

死 亡

に
い
が
た
緑
の
百
年
物
語
10
周
年
記
念
事
業

13　H22.4 広報聖籠



　

税　　目 期　別 納　期　限

町・県民税

１ 平成22年 6月30日
2 平成22年 8月31日
3 平成22年11月 1日
4 平成22年11月30日

固定資産税

１ 平成22年 4月30日
2 平成22年 8月 2日
3 平成22年 9月30日
4 平成22年12月28日

軽自動車税 全期 平成22年 5月31日

国民健康保険税

１ 平成22年 5月31日
2 平成22年 6月30日
3 平成22年 8月 2日
4 平成22年 8月31日
5 平成22年 9月30日
6 平成22年11月 1日
7 平成22年11月30日
8 平成22年12月28日
9 平成23年 1月31日
10 平成23年 2月28日

確認してくださいあなたの固定資産
　町では、あなたの固定資産（土地・家屋・償却資産）に対して平成22年度の課税をする準備をしています。固定資産税
は、町が決定した課税標準額に100分の1.4を乗じたものが税額となります。
　なお、納税通知書を送付（本年度は４月15日前後）する前に納税者の皆様に、下記により固定資産の価格を縦覧します
のでご確認ください。
　また、4月上旬には各納税者宛に土地･建物の課税対象物件を記載した「課税資産明細書」を郵送しますので併せてご覧
ください。「課税資産明細書」の内容に誤り等や、既に取り壊した家屋が載っている場合、又は、現存する家屋が載って
いない場合は速やかにご連絡をください。
　この「課税資産明細書」は、農業所得等の確定申告に利用できる書類となりますので、１年間大切に保管してくださ
い。
■　縦覧期間　平成22年４月１日から平成22年４月30日まで（役場の開庁日時）
■　場　　所　聖籠町役場税務財政課

不服の申し出について
　町が決定した価格に不服がある場合は、納税通知書を受け取った日から60日以内に聖籠町固定資産評価審査委員会（事
務局：役場総務課）に対し、文書で審査の申し出ができます。
　上記縦覧及びこの不服の申し出は、地方税法第416条及び第432条によります。

固定資産税の減免・減額について
　固定資産税は、税法により次のような場合に減免及び減額を受けられます。該当の方は忘れずに申請をしてください。
■　減　免
　　生活保護法に基づく生活保護者、又はこれに準ずる生活困窮者、及び公益のため無償で直接専用される固定資産等は
　減免の対象となります。第１期納期限前７日までに所定の申請をしてください。
■　減　額
　　税法に定める一定の要件を満たした耐震改修工事や、バリアフリー工事等を実施した場合は税の一部が減額されま
す。実施後速やかに所定の申請をしてください。
　 役場　税務財政課　☎２７－１９５６（直通）

確定申告が間違っていたときは
　　　 すぐに修正（更正）しましょう

　確定申告をした後で、計算違いなど内容に間違いがあ
ることに気付いたり、うっかりして確定申告することを
忘れた方はいませんか。
　申告内容に間違いがあるときはそれを修正（更正）す
ることができます。
●税額を多く申告していたとき
　確定申告を提出した後で、税額を多く申告していたこ
とに気付いたときは、「更正の請求」をして正しい税額
に訂正することができます。
　この「更正の請求」をするための用紙は税務署にあり
ます。
　更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限
から１年以内ですから、平成21年分の申告所得税の場合
は、平成23年３月15日まで、平成21年分個人消費税及び
地方消費税の申告については、平成23年３月31日までと
なります。
●税額を少なく申告したとき
　確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告してい
たことに気付いたときは、「修正申告」をして正しい税
額に修正してください。この｢修正申告｣をするための用
紙は税務署にあります。
　修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでも
できますが、税務署の調査を受けた後で修正申告をした
りすると、加算税などがかかる場合がありますので気付
いたら速やかに修正申告をしてください。
？ 新発田税務署　☎２２―３１６１

平成22年度町税・国民健康保険税の
納期限が決まりました

　本年度の町税等の納期限が次のとおり決まりました。
　税金は、納入期限内に完納するようお願いします。な
お、納税には、確実で納め忘れのない口座振替による納
税をお勧めします。お申込み手続きは町指定の金融機関
（ゆうちょ銀行を含む）の窓口で、申請書に必要事項を
記入し提出してください。
　※手続きされた月の翌月の納期到来分から口座振替に
　　なります。

日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ 広報聖籠 H22.4　14



肺炎球菌ワクチンの予防接種料を助成します
　町では高齢者の肺炎の罹患を防ぐため、肺炎球菌ワクチン接種料を平成22年４月から助成します。
●対象者　接種日で65歳以上の方
●助成回数　１回
●接種方法　医療機関に直接予約して接種を受けてください。
●助成金額　3,000円（支払い額が3,000円に達しない場合は全額）
●申請方法　保健福祉センターに医療機関が発行した領収書（肺炎球菌ワクチン接種である旨
　　　　　　を記載してもらってください）、印鑑、助成金の振込先がわかる物（通帳など）
　　　　　　を持参して申請してください。

●乳幼児の予防接種料を助成します●
町では乳幼児について下記の予防接種の助成を行っています。
予防接種名 対象者 助成額
おたふく風邪

接種日が満１歳から小学校入学前までの者
2,000円

水ぼうそう 3,000円
ヒブ 接種日が生後２か月から５歳未満の者 １回3,000円

お問い合わせ　役場　保健福祉課　（保健福祉センター）保健衛生係

　町では、環境への負荷軽減を図るため、町民のみなさんが取り組める新エネルギーを利用した太陽光発
電設備を設置する方を対象に、予算の範囲内で費用の一部を補助する制度を平成21年度から始めました。
　ご希望の方は役場ふるさと整備課までお申し込みください。

日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

接種方法、申請方法については、次のとおりです。
●接種方法　医療機関に直接予約して接種を受けてください。接種の際は母子健康手帳をお持ちください。
●申請方法　保健福祉センターに母子健康手帳、医療機関が発行した領収書、印鑑、助成金の振込先がわかる物（通
　　　　　　帳など）を持参して申請してください。

●募集予定戸数
　10戸程度（予算の範囲内）
●申請受付期間
　平成22年４月１日～平成23年１月31日
　ただし、予算額に達した場合は受付期間の途中
　でも受付を終了します。
●補助を受けられる方（以下の条件を全て満たし
　ていること。）
　１　聖籠町内に居住または居住の予定（新築等）
　　があり、一戸建て住宅の屋上等に新たに太陽
　　光発電システムを設置しようとする個人
　２　市町村税等を完納していること。
　３　店舗等併用住宅の場合は、住居部分の床面
　　積が延べ面積の1/2以上であること。
●補助金の額
・　太陽電池の最大出力１kWあたり７万円
・　補助金額の上限は28万円

●申請提出書類
　補助金の交付を希望される方は、役場ふるさと
整備課窓口またはホームページからダウンロード
できる交付申請書に添付書類を添えて、必ず着工
前に提出してください。
　添付書類等、詳しくは、役場ふるさと整備課ま
でお問い合わせください。

　 役場　ふるさと整備課
（内線２３１・２３３・２３５）
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日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

交流館『杜
もり

』にお越しください聖籠町 中小企業
人材育成事業補助金について
　町では、町内の中小企業者に対し、従業員等の人材育
成を図ることを目的として受講する研修会等の経費に対
して、補助金を交付しております。
　町の商工業者の発展と振興のため、大いにご活用くだ
さい。
　
○補助対象者
　町内に事業所を有する中小企業基本法第２条に規定す
　る中小企業者
　※卸売業・サービス業・小売業・農業・林業・漁業を
　　除く
○対象となる研修
・次の機関が実施する研修
　①国又は地方公共団体　②中小企業大学校　③新潟職
　業能力開発短期大学　④㈶にいがた産業創造機構
・その他町長が必要と認める研修
○補助金の額
・受講者１人につき研修受講料の１/２の額（千円未満
　の端数は切捨て）
　※１人に対する補助額は３万円が限度
　　１企業に対する補助は毎年度５人まで
○申請方法
　役場産業観光課　地域振興係へ申請書提出
　※受講決定の日から受講の７日前までの提出を厳守

　役場　産業観光課　地域振興係（内線１２３）

ご利用ください！
聖籠町ふれあい農園

　町では、農業者以外の方が野菜や花卉等を栽培し
て、自然にふれあうとともに、農業に対する理解を
深めることを目的に、「聖籠町ふれあい農園」の貸
付けをしております。
　大勢の皆様方からご利用いただきたく、次のとお
りご案内いたします。
○貸付場所（所在）　聖籠町大字大夫字山縁1995番地１
○貸付区画数（一般用）30㎡用地×68区画、36㎡用
　地×20区画、48㎡用地×９区画
（車椅子用プランター）３㎡用地×４区画、４㎡用
　地×１区画
○貸付限度区画　原則１人２区画まで
○貸付期間　１年間（４月１日から翌年３月31日まで）
　　　　　　更新手続きにより継続使用可能
○貸付料　１㎡あたり150円（年度の途中からでも同料金）
　役場  産業観光課  地域振興係（内線１２３・１２４）

募集種目 資　　格 受付期間 試験期日

一般・技術
幹部候補生

22歳以上
26歳未満の者

４月１日
～

５月10日
５月15日

医科・歯科
幹部候補生

医師及び歯科
免許を取得し
ている者

４月１日
～

５月10日
５月21日

　自衛隊新発田地域事務所　☎２６－５６１９
〒957-0054　新発田市本町２－１－２

平成22年度
自衛官募集の　

おしらせ
防衛省では、次によ
り幹部自衛官を募集
しています。

　春を迎え、外に出て明るい陽射しの中を歩くのも
気持ちの良い季候となりました。
　交流館『杜』は町民会館のとなりに位置し、平成
14年４月のオープン以来、町民の方々の憩いの場と
して、親しんでいただいております。
　町民会館や野球場等お近くにお越しの際は、どう
ぞ『杜』にお立ち寄りください。
　皆さんの大切なひと時のために、おいしい飲み
物・食べ物を準備して、お待ちしております。
　　
○営業時間　午前10時～午後６時
　　　　　　　※水曜日は午後５時30分
○定 休 日　毎週月曜日・木曜日
　　　　　　　※祝日のときは翌日
　　　　　　年末年始（12／29～１／３）
◎貸館利用　和室、茶室を会議や研修等にもご利用
　　　　　　できます。
　　　　　　詳しくはお問い合わせください。　
　　　　　　　
　 役場　産業観光課　地域振興係（内線１２３）
　 聖籠町交流館『杜』　☎２７－２１７５
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昨年のステージイベント

骨髄バンク
命のアサガオにいがた
　日本骨髄バンクは1991年に誕生し、2008年には、ドナー登録数
30万人に達しました。しかし、骨髄移植を希望する患者さんの９割
にドナーは見つかりますが、移植に至るのは約６割です。
　私たちは全ての患者さんが、骨髄移植ができるように活動をして
います。
　骨髄バンクドナー登録にご協力お願いします。

骨髄バンクドナー登録会
日　時　平成22年４月18日（日）　10：30～16：00
場　所　イオン新潟南ショッピングセンター
主　催　骨髄移植推進財団　新潟県
協　力　新潟市　新潟県赤十字血液センター　
　　　　骨髄バンク命のアサガオにいがた
　　　　イオン新潟南ショッピングセンター
　金子　和子
☎／ＦＡＸ　０２５６－９３－６１２１

　〔ドナー登録できる方〕
　　●骨髄提供の内容を十分に理解している方
　　●年齢が18歳以上、54歳以下で健康な方
　　●体重が男性45㎏以上、女性40㎏以上の方
　　骨髄を提供できる年齢は20歳以上、55歳以下です。
　※慢性疾患で服薬中の方、過去に輸血を受けた方は登録できません。

日時と会場
日　時 時　　間 会　　　場

4月22日
（木）

9時30分から
10時30分 次第浜公民館

10時50分から
11時40分 亀塚公会堂

13時10分から
14時10分 網代浜会館

4月23日
（金）

9時30分から
10時30分 杉谷内公会堂

10時50分から
11時30分 真野公会堂

13時10分から
14時30分

防災倉庫
（役場隣り）

当日必要なもの
①通知はがき：通知はがきが郵送されます
　ので、そのはがきのおもてに押印して持
　参してください
②料金：3,100円
（注射料金：2,550円・注射済票：550円）
　※新たに犬を飼う場合は、登録手数料　
　　3,000円が加算されます。
　　　事故防止のため、犬を制御できる人
　　が連れてきてください。

飼い犬がすでに死亡している場合は、必ず
役場へ届出を行ってください。　　
　 役場　生活環境課　２７－１９６２（直通）

犬の予防注射忘
れずに !!
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「後期高齢者医療制度」のお知らせ
平成22・23年度の保険料について

１．保険料の納め方
　後期高齢者医療は、1年間の保険料を普通徴収（口座振替か納付書での納付）の方は 7月から 3月
までの計 9回、特別徴収（年金天引）の方は年金受給月である４・６・８・10・12・2月の計 6回に
わたり納付していただきます。

　①年金から納めていただく方・・・・・４月から納めます
　　４月から８月の年金から納付していただく金額につきましては、４月中旬に対象者へお知らせいたしま
　す。
　保険料の年額を、年金の支払月に年６回に分けて納めます。

４月 ６月 ８月 １０月 １２月 ２月

仮徴収 本徴収
　 ４～８月【仮徴収】・・・平成22年2月の年金からの徴収額と同額を３回納めます。
　10～２月【本徴収】・・・確定した年間保険料額から仮徴収された額を差し引いた残額を３回に分けて
　　　　　　　　　　　　　 納めます。

　②口座振替・納付書で納めていただく方・・・７月から納めます
　　７月中旬に、保険料額決定通知書を発送いたしますので、それまでお待ちください。

　　保険料の年額を、７月から３月まで年９回に分けて毎月納めます。
４月～６月 ７月 ８月 ９月 10月 ・・・・ ３月

納付なし 毎月、口座振替または納付書で納めます
　　７～３月・・・７月中旬に、保険料額決定通知書を送付いたしますので、口座振替または、納付書によ
　　　　　　　　　り毎月納めていただきます。

　※口座振替は、納め忘れがなく大変便利です。口座振替をご希望される場合には、金融機関窓口にてお申
　　し込みください。

２．平成22・23年度の保険料の算定は、これまでと変わりません
◎平成22・23年度の保険料は、『均等割額』が一人当たり35,300円、『所得割率』が7.15％とな　
　り、これまでの保険料を据え置きます。

【平成22・23年度の保険料】

均等割額 35,300円

所得割率 7.15％

※平成20・21年度の保険料と変わりません。

広報聖籠 H22.4　18

◎この保険料は、新潟県内後期高齢者の２年間の医療給付費（医療費から自己負担額を除いた額）の
　約１割を加入者全員でまかなえるように算定しています。

【医療費の財源構成図】

この部分を、後期高齢者医療制度加入者全員の保険料でまかないます。

窓口
自己負担額

保険料
約１割

若年者からの支援金
約４割

公費（国・県・市町村）
５割

医 療 給 付 費

総 医 療 費

◎保険料は、加入者が均等に負担する「均等割額」と、加入者の所得に応じて決められる「所得割　
　額」との合計額です（１人当たりの賦課限度額は50万円です。）。

【保険料の計算方法】

保険料
（年額）

均等割額
一人当たり
35,300円

所得割額
(前年中の総所得金額等 － 基礎控除額33万円)

× 所得割率7.15％

３．保険料の軽減制度について
◎所得の低い方への軽減制度
①均等割額の軽減…世帯の所得状況に応じて「均等割額」が軽減されます。
　　　　　　　　　軽減割合は、同一世帯内の加入者および世帯主（加入者でない方も含む）の合計
　　　　　　　　　所得金額をもとに、下表の基準により判定します。

　≪軽減対象判定基準≫

均等割額
軽減割合 同一世帯内の加入者および世帯主の合計所得金額 軽減後の均等割額

９割軽減 33万円以下かつ
加入者全員が年金収入80万円以下（他に所得なし）の世帯 3,530円

8.5割軽減 33万円以下の世帯 5,295円

５割軽減 33万円＋（世帯主を除く加入者数　×　
24万５千円）以下の世帯 17,650円

２割軽減 33万円＋（加入者数　×　35万円）以下の世帯 28,240円

※軽減判定時の年金所得計算方法

年金収入 公的年金等控除 特別控除15万円（65歳以上のみ） 年金所得－ ＝－
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②所得割額の軽減・・・個人の所得状況に応じて「所得割額」が軽減されます。
                       　　　 軽減割合は、加入者個人の合計所得金額をもとに、下表の基準により判定し
　　　　　　　　　　　ます。
　≪軽減対象判定基準≫

所得割額
軽減割合 加入者本人の所得状況

５割軽減
賦課のもととなる所得金額が58万円以下の場合

（総所得金額等 － 基礎控除額33万円 ＝ 58万円以下）
※年金収入のみの場合は、年額211万円以下

◎制度加入前日まで会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった方への軽減制度
　所得割額と均等割額の軽減・・・制度加入時から「所得割額」と「均等割額」が軽減されます。

均等割額 所得割額

軽減内容 ９割軽減
（軽減後の年額3,500円）

かかりません

平成22年度の保険料については、７月中旬に加入者個人ごとにお知らせいたします。

お問い合わせ　役場　町民課　保険係（内線１１７）

出生・死亡・死産・婚姻・離婚の届出を
される方にお願いします

　厚生労働省では出生・死亡・死産・婚姻及び離婚の届書をもとに、出生や死亡の状況などを調べていま
すが、国勢調査の行われる年には職業・産業調査を実施するため、届書内に職業の記入もお願いすること
としています。また死亡届には、併せて産業の記入もお願いしています。
　本年は国勢調査の年であることから、届出をされる方々には大変ご面倒をおかけしますが、ご協力くだ
さいますようお願いします。

【調査期間】　　　　　　　　　　　　　　　　【調査対象者】
　　平成22年4月1日から平成23年3月31日まで　　　出生・死亡・死産・婚姻及び離婚の届出をされる方々
【調査方法】
　　各届書の届出をされるときに、それぞれ職業を記入していただきます。
　（例）　○教師、看護師等……………………専門・技術職
　　　　　○一般事務員、パソコン操作員……事務職
　　　　　○小売店主、販売店員………………販売職
　　　　　○美容師、調理師、飲食店主………サービス職
　　また、死亡届には農業、建設業、不動産業といった産業も併せて記入していただきます。
　　
　　聖籠町役場町民課の窓口に「出生･死亡･死産･婚姻･離婚の届出をされる方にお願い（職業・産業例示
　表）」を備え付けていますので、参考の上、記入をお願いします。
　役場　町民課　町民サービス係（内線１１１）

日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ 広報聖籠 H22.4　20



特別徴収（年金天引きで納める方）

　介護保険では、１年間の介護保険料を、普通徴収の方は５月から12月までの計８期、特別徴収
の方は年金受給月である４・６・８・10・12・２月の計６期にわたり納付していただきます。
　４月から特別徴収の仮徴収が開始されますので、ご案内いたします（普通徴収の方は５月か
ら）。

納付月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
普通徴収 － １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 － － －
特別徴収 １期 － ２期 － ３期 － ４期 － ５期 － ６期 －

仮徴収期間とは…前年度の保険料段階をもとに徴収する期間
　　　　　　　　　　普通徴収は１・２期。特別徴収は１・２・３期。
本徴収期間とは…前年の所得をもとに決定した介護保険料額から仮徴収額を差し引いた金額を徴収する期間
　　　　　　　　　　普通徴収は３・４・５・６・７・８期。特別徴収は４・５・６期。

年金を年額18万円以上受給している方は、原則特別徴収（年金天引き）の対象となります。
　※年金の支給が停止となった場合等は、普通徴収へ切り替わります。

仮徴収期間の各納期の保険料は、原則として前年度第6期（2月に支給された年金から天引された額）
と同額となります。
　通知時期：仮徴収期間分の通知を４月中旬に発送します。

普通徴収（納付書または口座振替で納める方）

お問い合わせ　役場　町民課　保険係（内線１１７）

65歳
以上の方へ

特別徴収の対象とならない方は、普通徴収（納付書または口座振替）により納付していただきま
す。
　　（特別徴収の対象とならない方）
　　◇年金の受給額が年額18万円未満の方
　　◇年度途中に、本町に転入した方
　　◇年度途中に、65歳になった方　など
　　
　　※年度途中に転入した方や65歳となられた方で、年金を年額18万円以上受給している
　　　方は、半年から１年で特別徴収に切り変わります。徴収方法が変更となる場合は、事前
　　　に通知書を送付しますので必ずご確認ください。また変更にかかる手続は必要ありませ
　　　ん。

通知時期：仮徴収期間分の通知を５月中旬に発送させて頂きます。

　普通徴収の方には納め忘れを防ぐためにも口座振替をお勧めしています。ご希望の方は、役場
町民課へお問い合わせください。お申し込みいただいた月の翌月から口座振替が開始されます。
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　65歳から74歳までの世帯主の方であって、次の①から④のすべてにあてはまる方は、年金から国民
健康保険税を差し引いて納めていただくこと（特別徴収）になります。

【年金から天引き（特別徴収）の対象となる人は？】
①世帯主が国民健康保険に加入しており65歳から74歳である場合
②世帯の国民健康保険加入者が全員65歳から74歳である場合
③国保世帯主が年額18万円以上の年金を受給している場合
④国保世帯主が介護保険料の特別徴収（年金天引き）対象者で、国保世帯主の介護保険料と国保税の
　合計額が年金支給額の２分の１を超えない場合
以上①～④の条件をすべて満たす場合、国民健康保険税は国保世帯主の年金からの特別徴収（年金天
引き）となります。
条件①～④にあてはまらない方はいままでどおりの納付となります。

【年金から保険料が徴収される方に届けられる通知書】
●特別徴収開始通知書
　４月上旬までに、特別徴収を開始することをお知らせする通知書が届きます。
●年金振込通知書
　年金保険者から４月15日までに送付される年金の支払額に関する通知書（年金振込通知書）の中
に、年金から徴収される国民健康保険税額が記載されています。

●　年金からの天引きを中止したい方は　●
国民健康保険税の年金天引きを中止し、口座振替での支払に変更することができます。
希望される方は手続きください。

【手続きの流れ】

【注】
・天引き中止の手続きは期間を必要とするため、４月に手続きを行った場合、８月の天引き分か
　ら変更となります。

お問い合わせ　役場　町民課　保険係　（内線１１７）

①金融機関で口座振替を申し込む
【必要なもの：通帳、通帳の届出印】

②役場町民課窓口で年金天引きの中止申請を行う
【必要なもの：口座振替申込書の控え、認印】

65～74歳で国民健康保険に
加入する世帯主の方へ
国民健康保険税が年金から

徴収されます
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　いじめ、相続・離婚等、不登校などの問題、近隣問題などの心配ごとや困りごとについて相
談を受ける「人権相談所」を開設します。

相談は無料で、予約は不要です。秘密は固く守られます。お気軽にご相談ください。

開設日 開設時間 開設会場 相談員

５月12日（水） 午後１時から
午後４時まで

消費生活相談室
（役場　町民課隣） 人権擁護委員

６月２日（水） 同上 同上 同上

※相談者多数の場合、別会場をご用意いたしますので、まずは町民課窓口までご相談ください。
　　役場　町民課　町民サービス係　（内線１１１）

☆人権擁護委員とは☆
　人が人として生まれながらに持っている権利を「人権」といいますが、いじめや差別
など、人権が侵されたときの身近な相談相手として、国（法務大臣）から委嘱された人
をいいます。
　人権擁護委員の方々は、人権に関する相談を受けたり、人権侵害の被害を受けた方を
救済したりする活動を行っています。

★
★ ★★
3 月 4 日に人権啓発活動として、加治川の里で人権擁護委員と法務局職員による施設訪

問が行われました。紙芝居やアートバルーンを実演しました。
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健康を守る「スーパーウルトラ教室」第４期生募集健康を守る「スーパーウルトラ教室」第４期生募集
器械を使って足の筋力維持・体操でいつまでも若々しく過ごす「スーパーウルトラ
教室」を開催します。　

【器械トレーニングの様子】

実施期間　４月26日（月）～９月末
　　　　　月曜日～金曜日
　　　　　午前９時～午後３時
実施内容　器械トレーニング
　　　　　集団体操（10時～11時20分）
募集人数　30名（60才以上の方）
場　　所　保健福祉センター
参 加 費　無料
募集締切　４月15日（木）

レッグプレスを行っている所

レッグカールを行っている所

僕、8 1歳。バー
ちゃんを車に乗せ
て来ています。

私、89歳。おかげ様で
元気です！４年間楽しく
続けています。

【集団体操の様子】

申込先
保健福祉センター内
地域包括支援センター

運動指導員　片桐
☎　２７－６５２１
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町事業の
紹介です。

前半の部…参加者同士の話し合い

後半の部…調理実習～魚をさばいてみよう～

食事のこと

今回の献立～春メニュー～
○菜の花ごはん
○はまぐりのお吸い物
○アジのゴマ焼き　
○かぶの葉と人参の付け合せ
○かぶとキャベツの浅漬け
○いちごのヨーグルトがけ

３／４㈭に参加した網代浜の渡辺さんより
　教室の案内が届いた時からとても楽しみにしていました。今
回は二人目の出産ですが、一人目の時も参加してママ友達がで
きました。育児学級や予防接種でも会い、声をかけ合ったりで
きて、今振り返るといろいろ助かったなあと思います。
　日々の生活に追われていて、妊娠のことなどじっくり考える
ことができずにいたのですが、出産日の近いママさんと話もで
きてリフレッシュできました。また、保育ルームで子どもをみ
てもらえたので、調理実習では楽しい時間を過ごせました。
　今後も教室を開いて妊娠中のママのリフレッシュに役立てて
ほしいです。

お問い合わせ
聖籠町保健福祉課
（保健福祉センター）
☎（０２５４）２７－６５１１
管理栄養士・保健師

最近の様子は
いかがですか？

私のこと

前回の
出産のこと

家事する
夫のこと

つわりのこと
妊娠がわかった
時の気持ち

マタニティー教室は産院でもやっていますが、ひとあじ違った聖籠町の妊婦学級をご紹介します。
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　心の栄養「あそび」を通して、ハンディのあるなしに関係なく子どもも大人も
「共に育ち合う場」として昭和53年から始まった「あそび教室」。今年も、一般
参加者を募集します。子どもと大人がしっかり向き合い、互いに成長できるあそび
を一緒に見つけましょう。

【開催期間】：平成22年５月～平成23年３月まで
　　　　　　　原則毎週水曜日　午前９時50分～11時30分
　　　　　　　※　参加者には詳しい日程をお知らせします。
【会　　場】：聖籠町保健福祉センター　大集会室
【内　　容】：親子あそび・リズムあそび・自由あそび　他
【対　　象】：平成22年４月２日で、
　　　　　　　１歳６ヶ月以上～就園前の児とその保育者　定員　20組
　　　　　　　※　原則、継続して参加できる方

【申し込み】：４月21日（水）～23日（金）
　　　　　　　保健福祉課　保健師まで　☎２７－６５１１

【平成21年度あそび教室より】

平成22年度
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聖籠こども園
子育て支援

みんなと一緒に遊びましょう
おいでよ！仲間になろうよ！

すくすくサロン「さくらんぼ」すくすくサロン「さくらんぼ」

★すくすくの主な予定★　　　
★ ｢大きくなったかなぁ身長・体重測定 ｣
　＊第１火曜日…測定日（０～１歳６か月児の日）
　＊第２火曜日…測定日（１歳７か月児以上の日）
★ ｢赤いふうせん ｣お話タイム
　＊第３火曜日…ボランティア ｢ 赤いふうせん ｣
　　の方より絵本の読み聞かせがあります。
★お父さんもおいでよ！…第１土曜日
　＊お父さんも参加して親子で遊びましょう。
★離乳食試食会…第３土曜日
　＊初期・中期・後期で実施します。
★季節の行事や製作・リズム
　＊毎月、各年齢や縦割りの年齢で楽しむ親子触れ合
　　い遊びも計画します。

★子育て相談…毎週月曜日～金曜日
　＊保育士・栄養士・看護師が相談に応じます。

★その他…製作活動・秋の会・講話・七夕会・
　　　　　クリスマス会・ブックスタート等も   
　　　　　予定しています。
　　　　　※詳細については毎月のおたよりをご覧下
　　　　　　さい。
　　　　　　おたよりは聖籠こども園・保健福祉セン
　　　　　　ター・亀塚児童館にあります。

４月はこんなことが
あるよ
＊12日・・・（月）すくすくオープン
＊13日・・・（火）測定日①（０～１歳６か月児の日）
＊17日・・・（土）お父さんもおいでよ！
＊20日・・・（火）測定日②（１歳７か月児以上の日）
持ち物・・飲み物（茶）手拭きタオル、お尻タオル等
　　　　　＊お友達も誘っておいでください。

　縦割りの年齢で｢はじめまして…｣を開催します。
手遊びや触れ合い遊び、こいのぼり作りを計画してい
ます。

｢さくらんぼ｣のお部屋　　10：30～
＊４月15日（木）…１歳７か月児以上の子集まれ！
＊４月22日（木）…０～１歳６か月児の子集まれ！

聖籠町立聖籠こども園
TEL ２７－３３２２
FAX ２７－８８８８

　　
  ★さくらんぼ・利用にあたって★
★お子さんの遊び相手をしながら、親子の絆を
　しっかり深めることができます。
★親子の仲間作りが楽しめ、リフレッシュでき
　ます。
★家庭以外の人とのかかわりが体験でき、社会
　性が育まれます。
★子育ての悩みや、心配事など気軽に相談でき
　ます。（看護師や栄養士も対応できます）
★安心して子育てが楽しめる情報が、いっぱい
　あります。
（離乳食メニュー・トイレトレーニング・親子遊びなど）

　　　開放日…月曜日～土曜日（無料です）
　　　　　　●午前８：３０～１１：３０
　　　　　　●午後３：００～　５：００
　　　　　　☆お休みは…祝祭日・年末年始

　聖籠こども園では、家庭の中で子育てが充実できるように、すくすくサロン ｢さくらんぼ ｣のお部屋を開放し
て、子守りをしている人が集まり、お子さんと一緒に遊びながら子育てを楽しんでいます。広いお部屋で元気いっ
ぱい遊びながら、触れ合いを楽しんだり仲間になったり…すくすくサロン ｢さくらんぼ ｣はいつも笑顔いっぱい
です。みなさん、お友達と誘い合っておいでください。
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日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

　聖籠町では、著しい低価格入札の防止、契約内容に適合した履行の確保および工事品質の維持向上
を図るため、最低制限価格制度を5月1日以降の入札より適用します。

◎　最低制限価格制度とは
　最低制限価格制度とは、公共工事等の請負の契約の入札において、契約内容に適した履行を確保するため、
あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者であっても、最低制限
価格を下回る場合には、これを落札者とせず最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者とす
る制度です。

【最低制限価格制度運用要領】
◎　運用要領
　１　対象工事等　　　予定価格が700万円以上の工事
　　　　　　　　　　　予定価格が130万円以上の測量業務
　　　※ただし、必要でないと認めた時は、対象としないことができる。

　２　入札において、最低制限価格に満たない入札を行った者は落札者としない。

◎　最低制限価格の設定
　
　１　建設工事に係る競争入札の最低制限価格は、次の各号に掲げる額の合計額（消費税及び地方消費税を除
　　いた金額で、当該金額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。）に100分の
　　105を乗じて得た額とし、算定した額が予定価格の100分の85以上100分の90以下の場合は、この価格を最
　　低制限価格とする。
　　　ただし、その額が予定価格に100分の90を乗じた額を超える場合は予定価格に100分の90を乗じた額を最
　　低制限価格とし、予定価格に100分の85を乗じた額に満たない場合は予定価格に100分の85を乗じた額を最
　　低制限価格とする。

　　　⑴　直接工事費の額に100分の100を乗じて得た額
　　　⑵　共通仮設費の額に100分の100を乗じて得た額
　　　⑶　現場管理費の額に100分の80を乗じて得た額
　　　⑷　一般管理費の額に100分の30を乗じて得た額

　２　測量業務に係る競争入札の最低制限価格は、次の各号に掲げる額の合計額（消費税及び地方消費税を除
　　いた金額で、当該金額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。）に100分の
　　105を乗じて得た額とし、算定した額が予定価格の100分の80以上100分の90以下の場合は、この価格を最
　　低制限価格とする。
　　　ただし、その額が予定価格に100分の90を乗じた額を超える場合は予定価格に100分の90を乗じた額を最
　　低制限価格とし、予定価格に100分の80を乗じた額に満たない場合は予定価格に100分の80を乗じた額を最
　　低制限価格とする。

　　　⑴　直接測量費の額
　　　⑵　諸経費の額に100分の70を乗じて得た額

　役場　税務財政課　入札担当（内線１４１）
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敬和学園大学からのお知らせ

　敬和学園大学は91年の開学以来、地域に根ざした教育と研究をモットーに歩んできました。本学には、一般の皆様に
も気軽に大学に来て、授業に参加できるという「科目等履修生制度」があり、毎年60名から100名程度の方がこの制度
を利用し、カレッジ・ライフを謳歌されています。
　演習を除いた200以上の科目は高校卒業程度の方ならばどなたでも履修できます。

【科目の一例】

日本近現代史（加納実紀代教授）
　日本近現代史、少子化問題をジェンダーの視点から読み解きます。加納教授は日本におけるジェンダー学では高名で、
最近２月に刊行された『新編　日本のフェミニズム　女性史・ジェンダー史』（岩波書店）や『岩波女性学事典』の編者
でもあります。

ドイツ語文化圏研究（桑原ヒサ子教授）
　グリム童話を題材に物語の真相の謎解きに迫ります。

視覚芸術論（吉原悠
ゆきひろ

博非常勤講師）
　写真や映像をつかった表現の仕方を実践的に教えます。特に、新発田を題材にした映像作品を作り、学期の最後に発表
することが目的となります。吉原氏は東京芸術大学卒業後、東京やニューヨークで幅広い芸術活動を行なってきました。

メディア・コミュニケーション論（本間正一郎非常勤講師）
　新潟日報社情報文化センターシニアアドバイザーである本間講師が、近現代ジャーナリズムの発展、メディアの役割と
その功罪、現代のネット社会の問題など幅広い題材を扱います。

　その他、本学の特色でもあるネイティブ・スピーカーによる外国語の授業は英語、ドイツ語、フランス語、中国語、
イタリア語、コリア語と各種開講しています。
　また、社会人の方が受講しやすいように、夜間に開講している科目も一部あります。

【募集期間】
前　期 ４月９日（金）～４月23日（金）
後　期 ９月25日（土）～10月８日（金）

授業料は１単位１万円で、本学開講科目はほとんどが半期２単位のため、概ね、半期１科目２万円となります。

　 敬和学園大学　教務課教務係　〒957-8585　新発田市富塚1270
☎０２５４－２６－２５１４（直通） Fax ０２５４－２６－３６４６　E-mail kyomu@keiwa-c.ac.jp

　新発田朝市 十二斎市プロジェクト実行委員会では、いきいきとしたまちづくりを目指して、新発田市や新発田商工
会議所などとの共催で「新発田朝市 十二斎市」を開催します。実施に先立ち、当日、野菜や名産品などを販売する出
店者を募集します。事業者や生産者の皆さん、販売活動を通じて、いっしょにまちづくりをしませんか。

　　日　　　時　　５月16日（日）　午前９時から午後２時
　　会　　　場　　新発田市中央町２丁目、諏訪町２丁目（旧寺町）
　　出　店　料　　1区画1000円（当日集めます）
　　募集区画数　　20区画（先着）
　　申し込み　　申込用紙に必要事項を記入の上、４月22日（木）までに
　　　FAXまたはメールで申し込んでください。申込用紙は、敬和学園大
　　　学及びまちの駅よろず（新発田市大栄町１）に設置しています。ま
　　　た、本学　http://www.keiwa-c.ac.jp/　及び新発田学研究センター
　　　のＨＰ http://i-love.shibata.jp/　からダウンロードすることができます。
　　申し込み･問い合わせ　同実行委員会事務局　大矢

「新発田朝市 十二斎市」出店者募集「新発田朝市 十二斎市」出店者募集

昨年の様子

2010年度科目等履修生募集2010年度科目等履修生募集
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、
ミ
ド
ル
シ
ュ
ー

ト
を
た
た
き
込
ま
れ
て
し
ま
い

ま
す
。
思
わ
ぬ
試
合
展
開
に
、

選
手
た
ち
は
何
と
か
冷
静
さ
を

取
り
戻
そ
う
と
し
ま
す
が
、
川

崎
の
鋭
い
攻
撃
に
、
受
け
に
回

る
展
開
が
多
く
な
り
、
立
て
直

そ
う
と
し
た
前
半
22
分
に
は
、

カ
ウ
ン
タ
ー
を
受
け
て
、
再
び

選
手
は
堂
々
と
対
応
。「
目
標

は
Ａ
Ｃ
Ｌ
出
場
。
ア
ル
ビ
レ
ッ

ク
ス
新
潟
の
誇
り
を
胸
に
、

シ
ー
ズ
ン
を
戦
い
切
り
た
い
」

（
黒
崎
監
督
）、「
こ
こ
ま
で
個

人
的
に
も
チ
ー
ム
も
調
整
は
う

ま
く
進
ん
で
い
る
。
シ
ー
ズ
ン

が
始
ま
る
の
が
楽
し
み
で
す
」

（
千
葉
選
手
）
と
、
大
変
頼
も

し
い
言
葉
を
聞
く
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
開
幕
戦
の
相
手
で
あ

る
川
崎
フ
ロ
ン
タ
ー
レ
の
高
畠

監
督
、
谷
口
選
手
と
も
ガ
ッ
チ

リ
と
握
手
を
交
わ
し
、
い
よ
い

よ
シ
ー
ズ
ン
開
幕
に
向
け
た

ム
ー
ド
は
高
ま
り
を
見
せ
て
き

ま
し
た
。
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い
よ
い
よ
、
４
月
11
日
（
日
）

に
第
36
回
北
信
越
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル

リ
ー
グ
が
開
幕
い
た
し
ま
す
。
今

年
も
昨
年
に
引
き
続
き
、
北
信
越

フ
ッ
ト
ボ―

ル
リ
ー
グ
２
連
覇
を

果
た
し
て
、
Ｊ
Ｆ
Ｌ
昇
格
で
き
る

よ
う
に
日
々
努
力
し
て
い
ま
す
。

Ｊ
Ｆ
Ｌ
へ
昇
格
す
る
に
は
聖
籠
町

の
皆
様
の
応
援
が
力
に
な
り
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
一
度
、
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

サ
ッ
カ
ー
カ
レ
ッ
ジ
へ
お
越
し
く

だ
さ
い
。

　

開
幕
戦
の
対
戦
カ
ー
ド
は
１
部

（
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
サ
ッ
カ
ー
カ
レ
ッ

ジ
）
が
テ
イ
ヘ
ン
ズ
Ｆ
Ｃ
（
石
川

県
）、２
部
（
Ｃ
Ｕ
Ｐ
Ｓ
聖
籠
）
が

ア
ル
テ
ィ
ス
タ
東
御
（
長
野
県
）

に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
試
合
当
日

の
４
月
11
日
（
日
）
は
試
合
だ
け

で
な
く
、
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
サ
ッ
カ
ー

カ
レ
ッ
ジ
の
選
手
や
コ
ー
チ
を
目

指
し
て
い
る
学
生
と
一
緒
に
楽
し

め
る
サ
ッ
カ
ー
教
室
、
親
子
で
楽

し
め
る
ミ
サ
ン
ガ
作
り
教
室
等
、

他
に
も
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
ご
用

意
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
是
非
と

も
ご
来
場
下
さ
い
。

　

４
月
11
日
（
日
）
は
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ

Ｎ
サ
ッ
カ
ー
カ
レ
ッ
ジ
と
Ｃ
Ｕ
Ｐ

Ｓ
聖
籠
の
ホ
ー
ム
ゲ
ー
ム
で
一
緒

に
盛
り
上
が
り
ま
し
ょ
う
！

ミ
ド
ル
シ
ュ
ー
ト
を
決
め
ら
れ

て
０
―
２
。
リ
ー
ド
を
広
げ
ら

れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
「
球
際
に
も
っ
と
強
く
い
く

こ
と
」
黒
崎
監
督
の
熱
い
檄
に

呼
応
し
て
、
後
半
は
一
転
し
て

新
潟
の
ペ
ー
ス
に
な
り
ま
す
。

川
崎
の
ボ
ー
ル
を
奪
い
に
行
く

姿
勢
を
明
確
に
、
身
体
を
寄
せ

て
い
く
と
、
奪
っ
て
か
ら
は
両

サ
イ
ド
を
起
点
に
、
ヨ
ン
チ
ョ

ル
、
矢
野
ら
が
鋭
い
ド
リ
ブ
ル

で
、
徐
々
に
川
崎
か
ら
ス
タ
ミ

ナ
を
削
り
取
っ
て
い
き
ま
す
。

す
る
と
後
半
19
分
に
は
、
内
田

の
ス
ル
ー
パ
ス
に
抜
け
出
し
た

ヨ
ン
チ
ョ
ル
が
快
足
を
飛
ば
し

て
川
崎
の
ゴ
ー
ル
前
に
侵
入
、

右
足
を
力
強
く
降
り
抜
く
と
、

シ
ュ
ー
ト
は
Ｇ
Ｋ
の
脇
を
す
り

抜
け
て
ゴ
ー
ル
！　

新
潟
が
一

点
差
に
迫
り
ま
す
。

　

そ
の
後
も
新
潟
は
た
び
た
び

川
崎
の
ゴ
ー
ル
前
に
迫
る
も

の
の
、
最
後
ま
で
同
点
弾
は

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
。
大
変

残
念
で
す
が
、
初
陣
を
飾
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し

か
し
、
後
半
の
戦
い
は
、
今
後

の
躍
進
に
期
待
が
十
分
に
持
て

る
内
容
で
、
試
合
終
了
後
、
ス

タ
ン
ド
を
オ
レ
ン
ジ
に
染
め
た

約
４
０
０
０
人
の
サ
ポ
ー
タ
ー

か
ら
は
、「
ア
ル
ビ
レ
ッ
ク
ス
」

コ
ー
ル
が
、
何
度
も
選
手
た
ち

に
贈
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
リ
ー

グ
は
ま
だ
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か

り
。
黒
崎
監
督
の
下
、
一
丸
と

な
っ
て
、
新
潟
は
戦
い
抜
き
ま

す
。
ぜ
ひ
、
東
北
電
力
ビ
ッ
グ

ス
ワ
ン
に
ご
来
場
い
た
だ
き
、

皆
様
に
も
ご
声
援
を
い
た
だ
け

ま
す
よ
う
、
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
！

（
写
真
・
記
事
提
供　

　
　

ア
ル
ビ
レ
ッ
ク
ス
新
潟
）

4月のホームゲーム
第１節
１部 ４月11日(日)VSテイヘンズFC（11：00 K.O）
２部 ４月11日(日)VSアルティスタ東御（14：00 K.O）

第３節
１部 ４月25日(日)VSヴァリエンテ富山（11：00 K.O）
２部 ４月25日(日)VSゴールズFC（14：00 K.O）

〒957-0103　新潟県北蒲原郡聖籠町網代浜925－1
お問い合わせ先：教務　石坂
　TEL：0254－32－5357
　FAX：0254－32－5358
　MAIL：ishizaka．manabu＠nsg.gr.jp
PCサイト：http://www.cupsnet.com

JAPANサッカー
カレッジ
北信越リーグ
情報サイトは
こちらから!!

入
場

　

無
料
!!

入
場

　

無
料
!!
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みんなのひろば

食
しょく

は味
ミ ラ ク ル

楽来
～楽しく食べて健康な
　　体と心を作りましょう。～五十嵐栄養教諭

№21

巣立つ子どもたちのために！

　新生活に、大きな夢を膨らませてい
ることと思います。特に家を離れて生
活する子どもに親の心配は限りありま
せんね。私の経験からも「ちゃんと暮
らしていけるだろうか、食べているだ
ろうか。」と思ったものです。皆さんは
どうでしょうか？そんな心配をしない
ためにも、子どものうちから「自分の
ことは、自分でできる」子を育ててい
きましょう。
　小・中学生の生活の中に“家の手伝
い”や“食事作り”に、少しでも参加
させることで、本当の“生きる力”が、
自然に身につくことになります。
　新しい生活の不安を少しでも解消し、
自信を持って新生活を送るためにも大
切なことと考えます。
　そのひとつに、高校生になったら、『自
分の弁当作りにチャレンジ！』せめて、
おかずをお弁当箱につめるところから
でもさせてみてはいかがでしょうか。
～弁当作りから何かが生まれます。～

元気に育ってね！ この写真は保健福祉センターで行われている乳児健診会場で４か月健診対象乳児を撮影しています。

町の宝
で～す

2月の
乳児健診から

野沢　美
み

月
つき

 ちゃん齋藤　蒼
そう

 ちゃん 後藤　陽
ひまり

莉 ちゃん長谷川侑
ゆう

輝
き

 ちゃん 齋藤　愛
あのん

音ちゃん小林　倫
のり

子
こ

 ちゃん

五十嵐　圭
けい

 ちゃん佐藤　宏
ひろ

樹
き

 ちゃん佐藤瑠
る り な

莉菜 ちゃん髙橋　遼
りょう

駕
が

 ちゃん保苅　彩
あや

凪
な

 ちゃん

給食センターの合言葉紹介

日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

わんぱく
相撲大会
新発田場所

大会に参加すると…
・友達がたくさんできる！
・アトラクションで豪華景品が当
　たる！
・おいしいものが食べられる！
・勝ち進むと県大会（雪国場所）、
　全国大会（両国国技館）に行け
　る！
●実施日時
　平成22年５月16日（日）
●実施会場
　新発田市教育施設・加治川地区
公民館　土俵
（新発田市住田547－１）
●主催
　㈳新発田青年会議所、㈳中条青
年会議所
●参加対象者
　小学校１年生～６年生（男女）
●申込方法
　小学校に、参加申込用紙を配布
していますので、そちらから申し
込み下さい。
●担当者
わんぱく相撲実行委員会　委員長
髙橋幸一
☎０９０－８８４３－９５８５
eメール：bq.ciel@niks.or.jp

小
学
生

　センターの20人の職員で給食を
作るときの思いや願いをせ・い・
ろ・うの字に合わせ頭をひねり、
思いをまとめてみました。ご紹介
します。

せ…聖籠産のおいしい食材
 を使った安心・安全な
 給食

い…いつも笑顔で助け合う、
 明るい調理員

ろ…ロマンとホットな給食
 を安全運転で届けます。

う…うまい、楽しい給食で
 子どもの心と体を育て
 ます。

　職員一同、新年度も町の子ども
たちのためにおいしい給食作りに
勤めたいと思います。

巣立

体と心を

！

てい
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みんなのひろば

アップルパイ さん 10歳 ドクロヒメ さん 15歳

　　　　　投稿するときは
　　　　　濃い鉛筆（２Ｂ
　　　　　以上）かペンで
　　　　　書いてくださ
　　　　い。（薄いものは
　　　　掲載できません）
　　　　名前は必ず書いて
　　　　ください。（ペン
ネーム希望の場合は名前の
横にペンネーム『○○○』
と書いてください。
１か月に１人１枚だけ受け付
けます。

バーンさん 14歳 ちわ さん 12歳

※おうちのみなさまへ
　特に小さいお子様の作品
で、鉛筆書きのため掲載で
きないものが毎月２～３
点送られます。
　投函される前にご確認
ください。

小野 太樹 さん 10歳

楽
し
く
笑
い
、
そ
し
て
元
気
に
！

　
　
　

―

老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
健
康
づ
く
り
研
修
会―

　

３
月
11
日
（
木
）、保
健
福
祉
セ

ン
タ
ー
に
お
い
て
、
聖
籠
町
老
人

ク
ラ
ブ
連
合
会
の
健
康
づ
く
り
研

修
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
は
「〝
安
心
し
て
生
き
る

た
め
に
〞
日
々
の
暮
ら
し
か
ら
い

き
い
き
元
気
に
な
る
方
法
を
見
つ

け
よ
う
」
と
題
し
、
講
師
と
し
て

新
潟
市
早
通
の
「
山
口
ク
リ
ニ
ッ

ク
」
院
長
で
あ
る
山
口
正
康
氏
を

迎
え
、
講
演
会
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。

　

講
演
で
は
、
巧
み
な
話
術
に
加

え
、
フ
ー
テ
ン
の
寅
さ
ん
の
も
の

ま
ね
、
腹
話
術
、
ギ
タ
ー
に
よ
る

弾
き
語
り
、マ
ジ
ッ
ク
等
も
交
え
、

最
後
ま
で
あ
き
さ
せ
ず
、
予
定
時

間
を
オ
ー
バ
ー
し
て
の
熱
演
に
、

参
加
し
た
皆
さ
ん
も
最
初
か
ら
最

後
ま
で
大
い
に
笑
い
、
ま
た
感
心

し
た
様
子
で
し
た
。

　

山
口
先
生
の
想
い
は
し
っ
か
り

伝
わ
っ
た
よ
う
で
、
講
演
後
回
収

し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
に
は
、「
早

速
、腹
式
呼
吸
を
試
し
た
い
」、「
こ

れ
か
ら
は
新
聞
記
事
を
声
に
出
し

て
読
む
」、「
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
始

め
よ
う
と
思
う
」
等
、
紹
介
さ
れ

た
老
化
防
止
対
策
を
実
践
し
て
み

た
い
と
い
う
前
向
き
な
声
が
多
数

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

大
変
盛
り
上
が
っ
た
講
演
会
の

最
後
は
、
先
生
の
リ
ー
ド
に
よ
る

「
涙
そ
う
そ
う
」の
合
唱
で
締
め
く

く
ら
れ
、
会
場
に
大
き
な
拍
手
が

響
き
ま
し
た
。

山口正康　
（山口クリニック院長）　

1955（昭和30）年３月17日生まれ。 
趣味として釣り、スケッチ、腹話
術、マジック、落語等多数。
昭和57年岩手医大卒。新潟市民病院
での研修を経て、新潟大学第３内科
に勤務。平成７年より豊栄病院にて
内科部長として勤務。平成10年よ
り旧豊栄市早通に山口クリニックを
開設。「わかりやすい医療教育」を
モットーに月1回、地域の人を巻き込
んだユニークな健康教室をクリニッ
クの待合室で続けている。
内科認定医、消化器内視鏡専門医。

老化防止のあいうえお

あ…温める。頭を使う。

い…息を出す。色っぽく。

う…歌を歌う。動き回る。

え…笑顔ですごす。栄養をとる。

お…思い出を大事に。驚く。

「な～んでか？」ギターを弾き
ながら、なぞなぞを出題

ジャンケンポン！わざと負ける
には頭を使います

牛肉ハイジ さん 13歳 Ｊ１ さん 14歳
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広報せいろうは、再生紙を使用しています。

　３月４日（木）、聖籠中学校で卒業式が行われま
した。第９回目となるこの日“日本一いきいきした
学校”から171名が旅立ちました。
　式では在校生から合唱曲「この地球のどこかで」
を贈られ、卒業生による記念合唱では「心の中にき
らめいて」と「遥か」が歌われました。
　この日卒業生一人ひとりに残った想いを胸に、そ
れぞれの道を誇り高く歩んでほしいものです。

せ ろうは 再生紙を使用して ます


